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１．厚生労働科学研究の研究事業の一覧 

 

Ⅰ．行政政策研究分野 

政策科学推進研究事業 

統計情報総合研究事業 

臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業 

倫理的法的社会的課題研究事業 

地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業 

厚生労働科学特別研究事業 

 

 

Ⅱ．疾病・障害対策研究分野 

健やか次世代育成総合研究事業 

がん政策研究事業 

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

女性の健康の包括的支援政策研究事業 

難治性疾患政策研究事業 

腎疾患政策研究事業 

免疫アレルギー疾患等政策研究事業 

移植医療基盤整備研究事業 

慢性の痛み政策研究事業 

長寿科学政策研究事業 

認知症政策研究事業 

障害者政策総合研究事業 

新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 

エイズ対策政策研究事業 

肝炎等克服政策研究事業 

 

 

Ⅲ．健康安全確保総合研究分野 

地域医療基盤開発推進研究事業 

労働安全衛生総合研究事業 

食品の安全確保推進研究事業 

カネミ油症に関する研究事業 

医薬品・医療機器品等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 

化学物質リスク研究事業 

健康安全・危機管理対策総合研究事業 
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2．研究事業の成果の概要（厚生労働科学研究） 

１．研究事業の基本情報 

分野名 「行政政策研究分野」 

研究事業名 
政策科学推進研究事業 

主管部局（課

室） 

政策統括官（総合政策担当）政策立案・評価担当参事官室 

関係部局 医政局、子ども家庭局、社会・援護局、保険局、年金局、政

策統括官（総合政策担当）、政策統括官（統計・情報政策、

政策評価担当） 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 294,814 20 18 

平成 30 年度 354,545 20 20 

令和元年度 340,909 22 21 

 

３．研究事業の目的 

本研究事業は、社会・経済構造の変化と社会保障に関する研究を推進すること

により、各社会保障施策についての費用対効果などの客観的根拠を得ること

や、効果的・効率的な社会保障施策立案の実施を目標とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

・「高齢期を中心とした生活・就労の実態調査」（平成 30 年～令和元年度）で

は、計量経済学的手法で年金受給者の所得分布や就業行動を分析し、令和２年年

金制度改正において、在職老齢年金制度や被用者保険の適用範囲にかかる政策決

定に際しての有識者による議論のために活用された。 

・「医薬品・医療機器等の費用対効果評価における公的分析と公的意思決定方法

に関する研究」（令和元年度）では、医薬品・医療機器の費用対効果評価に関し

て、報告様式を作成し、企業分析の報告様式として使用が開始された。 

・「地域の実情に応じた自殺対策推進のための包括的支援モデルの構築と展開方

策に関する研究」（平成 29 年～令和元年度）では政策研究、疫学研究、訪問調

査研究など多様な研究手法を用い課題やその対策を検討し、開催した国際フォー

ラムでの討議も踏まえ、自殺対策推進のための包括的支援モデルを提示した。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  
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該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

14 67 21 3 39 27 0 0 0 0 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

経済のグローバル化の進展、雇用環境の変化、人口減少及び高齢化

による生産年齢人口の減少、世帯や家族のあり方の変化等、社会・経

済構造の大きな変化が起こる中、社会保障にかかる費用は増大し、社

会保障のあり方が問われている。社会・経済構造の大きな変化に対応

した持続可能な社会保障制度とするよう不断の見直しを行っていくこ

とは、未来への投資につながるものであり、我が国の経済社会にとっ

て最重要の課題の１つである。その中で医療、介護、福祉、雇用、年

金などの各制度が内包している課題に対応した社会保障の機能強化に

努めつつ、経済を支え、経済成長に貢献する社会保障制度を構築する

ための研究を推進する必要がある。また近年、エビデンス（科学的根

拠）に基づいて、より質の高い効果的・効率的な施策立案を行うこと

が求められていることから、社会保障施策立案に資する専門的・実務

的観点から必要性の高い理論的・実証的研究が実施されている。 

効率性

の観点

から 

本事業の研究課題は、省内関係部局と調整の下、施策の推進に真に

必要で緊急性の高いものを取り上げている。それぞれの施策の科学的

根拠とするため、より明確に目標達成管理を行っている。 

また、事前評価・中間評価等各段階で外部有識者から構成される評

価委員会で適切な研究評価を行うことで、効率よく、優れた研究が採

択･実施されている。 

有効性

の観点

から 

少子高齢化・国際化をふまえた人口推計、医療・介護データ利活用

推進とそのための人材育成、医療資源の効率化や児童虐待・自殺対策

等に資する科学的根拠の創出等、少子化、医療、介護、社会福祉、年

金等、社会保障全般に係る厚生労働行政に有効に活用される研究が実

施されている。 

 

  



 

7 
 

６．改善すべき点及び今後の課題 

社会保障をとりまく環境が大きく変化する中、引き続き持続可能かつ適切な

社会保障制度の構築に資する研究を実施する。特に令和３年度は、医療・介

護・福祉・年金等の効率化・最適化に資する研究や戦没者遺族等への援護に資

する研究等を実施する予定である。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

「医薬品・医療機器等の費用対効果

評価における公的分析と公的意思決

定方法に関する研究」（令和元年

度） 

 

医薬品・医療機器の費用対効果評価

に関して、報告様式を作成した。 

 

 

 

「地域の実情に応じた自殺対策推進の

ための包括的支援モデルの構築と展開

方策に関する研究」（平成 29 年～令

和元年度） 

 

第４回国際自殺対策フォーラムを開催

し、グローバルな観点から自殺対策推

進について討議した。 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「行政政策研究分野」 

研究事業名 
統計情報総合研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 21,885 15 10 

平成 30 年度 22,884 15 9 

令和元年度 23,413 13 8 

 

３．研究事業の目的 

本研究事業では、社会保障をとりまく状況が大きく変化している中、統計デー

タを活用し、変化に対応した政策の企画立案を適切に行うためのエビデンス

（科学的根拠）の創出につなげ、医療・介護・福祉・年金・雇用などの各制度

の課題の解決に貢献することを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

医療・介護連携を促進するための国際生活機能分類を用いた評価と情報共有の 

仕組みの構築（平成 30 年度～令和元年度）においては、ICF の使用を支援するア

プリケーション及び e-ラーニングツールの作成及び評価を行い、ICD-11 Ｖ章と

整合性を検証し、社会保障審議会統計分科会生活機能分類専門委員会生活機能分

類普及推進検討ワーキンググループの資料として提出された。 

 保健・医療関連行為に関する国際分類の我が国への適用のための研究（平成 30

年度～令和２年度）においては、WHO から依頼された ICHI フィールドテストを実

施し、参加国トップの回答数を提示し、ICHI の作成における日本の貢献度を諸外

国に示した。  

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

「リンケージデータだからこそ示すことのできる要介護発生前から死亡までの

軌跡―要介護発生の背景、医療介護費用に着目して」においては、レビュー及び

分析について十分な成果が得られなかった。 
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（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

－ － － － － － － － － － 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

社会保障に関連する状況が刻々と変化している中で、持続可能な社

会保障制度を構築するための政策立案は喫緊の課題であり続けてい

る。その中で、近年科学的根拠（エビデンス）に基づいた政策立案の

必要性は高まっており、根拠を示す統計データの利活用は不可欠であ

る。本事業は我が国が直面する課題に関して、現状の統計データを活

用したエビデンスを示すとともに、政策評価にも資するよりよいエビ

デンスを創出するための重要な事業であると考えられる。 

また、WHO が作成する国際統計分類の改善への協力という国際貢献

や、これらの分類の我が国での適用やこれを用いたデータの国際機関

への提供に関する課題解決に資する研究を行っているという観点でも

重要な事業であると考えられる。 

効率性

の観点

から 

研究は事前評価委員の審査を受けて採択され、毎年中間・事後評価

委員会で評価がなされている。これらの評価を踏まえて、年度始めに

各研究者への助言を行っている。 

公募課題においては、課題決定、採択審査、研究実施の各段階にお

いて省内関係部局と調整の上、施策の推進に重要性の高いものを取り

上げてきた。 

有効性

の観点

から 

妥当性の高い統計データの作成に関する知見および国際比較可能性

の向上に直結する知見が得られるようにすることで、種々の政策、特

に保健医療政策立案に関して貢献している。 

また、研究結果から得られた我が国の知見を生かして、WHO が進め

ている国際統計分類の開発・改善に協力しており、国際貢献という視

点からも本事業の有効性は高いと考える。 
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６．改善すべき点及び今後の課題 

 持続可能な社会保障制度を構築するために、政策評価に必要なエビデンスを

生むために有効な研究課題を推進することが重要であり、今後も厚生労働統計

の効果的な実施および有効性の確保を図りながら、国民生活の向上に真に寄与

するためにより効率のよい統計調査を設計していく必要がある。 

令和元年度では国際統計分類の開発や活用に関して、基礎資料の提供や有効

なツールの開発を行った。令和３年度には、国際統計分類の国内導入、普及の

ための具体的な検証を、国際的な動向も踏まえて進める予定である。また、統

計調査については、既存の利活用を推進する上での知見を集めるとともに、今

後効率よく集計するための研究について推進していく。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

医療・介護連携を促進するための国

際生活機能分類を用いた評価と情報共

有の仕組みの構築（平成 30 年度～令和

元年度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「行政政策研究分野」 

研究事業名 
臨床研究等ＩＣＴ基盤構築 ・人工知能実

装研究事業 

主管部局（課

室） 

大臣官房厚生科学課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 334,907 44 23 

平成 30 年度 459,161 29 28 

令和元年度 1,590,360 31 22 

 令和元年度の予算額、採択件数は、当初予算（357,023 千円、18 件）及び内閣府官民研究開発投資拡

大プログラム（Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM： PRISM）からの配分

額（1,233,337 千円、４件）の合算である。 

３．研究事業の目的 

本研究事業では、健康・医療分野における ICT インフラの整備によるデータ

利活用を推進し、行政政策の科学的根拠を得ること、及び健康医療分野におけ

る AI 技術の活用を促進する環境を整備し、患者・国民の個々の特性に応じた適

切かつ迅速な医療を実現することを目標とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

・「介護施設入居高齢者等の疾病の早期発見・重症化予防をＡＩを活用して行う

実証研究（平成 29 年度～令和元年度）」については、生体センサー等を用いて

高齢者の睡眠や生活パターン等から予後予測の解析可能性を検証し、また、介護

提供組織の体制・風土の解析や非専門職でも実施可能な認知症リスクスコア評価

尺度等を開発した。 

・「AI 技術を用いた手術支援システムの基盤を確立するための研究（平成 29～

令和元年度）については、AI 技術を用いた手術支援システム開発のためのシミュ

レーターを構築するとともに、「スマート治療室に導入されるアプリケーション

に関するガイドライン（案）」等を策定した。 

・「ICT を活用した医師に対する支援方策の策定のための研究（平成 30 年度～令

和元年度）」については、医療現場における ICT を用いた支援策を行うにあたっ
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ての課題、システム構成等の要件を整理した。オンライン診療に関する事例調査

等を実施し、これらを基にした解説資料は、昨年度本研究班で作成した指針用資

料とともに、 厚生労働省の指針習得用 e-Learning に活用された。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rins

yo/index_00010.html 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

AI の活用による医療・介護従事者の負担軽減を可能にするための手法の確立を

目指した研究などでは、一定の傾向を示唆する結果は得られたものの、サンプル

数の少なさなどから、真の効果が得られたか疑問が残る事例もあった。 

海外動向調査等は、コロナ禍の影響により当初の計画よりも遅延し、想定して

いた結果が得られない事例もあった。 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

16 40 5 0 19 8 1 1 3 4 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本研究は健康・医療分野の大規模データの分析により医療の質向

上、均てん化、診療支援基盤の構築を推進するものである。膨大な医

療データを収集･解析し効果的かつ個人に最適な医療を提供できる医療

体制基盤を整備するために、重要な研究である。 

効率性

の観点

から 

本研究事業の研究採択は事前評価委員会の評価によって決定され

る。また研究の進捗状況を評価する中間評価委員会の評価を研究者へ

フィードバックすることで、効率的な研究事業の継続実施を図ってい

る。各段階で外部有識者から構成される評価委員会で研究評価を行う

ことで、効率的な研究を推進している。 

有効性

の観点

から 

本研究成果は健康保健医療分野における膨大なデータ分析を効率

的・効果的に解析する技術の確立、および医療の質の向上、さらに保

健医療データを利活用する基盤となるものである。また、平成 29 年よ

り「データヘルス推進本部」、平成 30 年より「保健医療分野 AI 開発

加速コンソーシアム」が設置され、健康・医療・介護分野における医

療情報を連結した ICT システム構築や AI 実装に向けた取組みが開始さ

れた。本事業は、これらを踏まえた政策を検討する際に貢献するもの

と考える。 
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６．改善すべき点及び今後の課題 

コロナ禍で我が国の遅れは明らかになったものの、デジタル化は急速に進展

しており、厚生労働省でもデータヘルス改革集中改革プランが進められてい

る。保健・医療分野における ICT・AI 開発に求められる環境整備に関する研究

のほか、ICT・AI を活用した現場の負担軽減に関する研究が求められる。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

「ICT を活用した医師に対する支援方策の策定のための研究（平成 30 年度～

令和元年度） 

e Learning 用資料 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「行政政策研究分野」 

研究事業名 
倫理的法的社会的課題研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省大臣官房厚生科学課 

関係部局 なし 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 4,992 2 1 

平成 30 年度 12,250 4 2 

令和元年度 7,250 1 1 

 

３．研究事業の目的 

最先端の技術による想定外の影響がイノベーション推進の障壁とならないよ

うに、新たな技術がもたらす倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and 

Social Issues）を抽出し、その影響度等に応じて 必要な政策を立案、実施す

ることが必要である。令和元年度は、AI に焦点を当て、具体的な ELSI を抽

出、検討し、その解決策を提言することを目的とした。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

【保健医療分野に人工知能（AI）を活用することにより生じる ELSI に関する

研究（平成 30 年度-令和元年度）】 

・国際的な観点からの関連文献の収集を行い、政策報告書、政策提言等を整理し

た。また、ヒアリング調査の結果も踏まえ、診断の分業化と責任の所在、診断支

援技術の開発の方向性、学習機能による影響の可能性について検討を行った。一

般市民及び医者を対象にして、AI に対する期待や懸念についての 30 問程度の意

識調査、架空事例を通じた検討を実施した。 

・現時点では AI の利活用により現行の医事・薬事法制で対応困難な問題の発生

は想定しにくいと整理された一方、「AI」概念自体の多様性・曖昧性の課題、診

療情報に関する課題の存在が指摘された。研究成果は保健医療分野 AI 開発加速

コンソーシアムにおける検討の参考資料として活用する予定である。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 
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（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

－ － － － － － － － － － 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

AI 技術に関しては、医療を含む社会の諸活動を改善させ得る技術で

あるが、他方、人々の間には不安や懸念も抱かれている。国内外の機

関で倫理的な検討が進んでいる中（内閣府「人間中心の AI 社会原則」

（2019）等）、それらの議論も踏まえ、保健医療分野における AI 技術

に対する不安・懸念を特定しようとする当研究の試みは、人々の AI に

対する信頼を獲得して利活用を促進するために必要であるため、本研

究は高く評価することが出来る。 

効率性

の観点

から 

本研究事業は事前評価委員会の審査を受けて採択され、中間・事後

評価委員会で評価がなされ、研究者へ研究計画の助言も行っている。

適切な中間・事後評価により研究班にフィードバックが行われること

によって、効率的に研究事業が実施されている。 

有効性

の観点

から 

AI を活用した医療機器等の医療現場への導入等、社会実装が進みつ

つあり、本研究事業は、AI の開発・利活用を持続的に推進していく上

で、政策資料を検討する際の参考資料となりうる。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

COVID-19 パンデミックにより、医療における AI やデジタル化の重要性は増し

ており、急速に拡大変容している AI の利用実態を踏まえ、使用者への教育、AI

出力結果の説明可能性、法的責任等について、ELSI に係る検討を深めることが

望ましい。令和２～３年度も引き続き AI 分野に焦点を当てる。 

また、ゲノム医療については、「全ゲノム解析等実行計画（第１版）」

（2019）において、今後検討すべき事項として、 ELSI への対応が求められて

おり、本格解析前の先行解析の段階からこれらを検討した上で、体制整備・人

材育成を進めることとされている。本事業において、全ゲノム解析等を推進す

るにあたり 、全ゲノム解析等実行計画に示されている ELSI に対応する体制の

在り方を検討する。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

【保健医療分野に人工知能（AI）を活用することにより生じる ELSI に関する

研究（ 平成 30 年度-令和元年度）】 
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臨床現場で⽣じうる懸念や混乱を想定した「架空事例」（案）（研究事業にお

て、患者・市⺠対話イベントで試行的に活用） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「行政政策研究分野」 

研究事業名 
地球規模保健課題解決推進のための行政施

策に関する研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省大臣官房国際課 

関係部局 なし 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 32,745 11 9 

平成 30 年度 32,745 8 8 

令和元年度 32,745 6 6 

 

３．研究事業の目的 

我が国においてこれまで蓄積してきた保健医療分野の知見や経験を活かし、

限られた財源の中で保健分野における国際政策を主導し国際技術協力等を強化

することにより、より効果的・効率的に国際保健に貢献し、ユニバーサル・ヘ

ルス・カバレッジ達成に資する研究等を実施する。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

令和元年度の研究は主に、国際保健分野における戦略的・効果的な介入並びに

国際保健政策人材を育成するための仕組みやツール等の開発研究を実施した。特

に成果が十分に得られた事例としては、以下が挙げられる。 

・ 「日本の高齢化対策の国際発信に関する研究」（平成 29 年度～令和元年

度） 

WHO の Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health の評価指標を

作成するワーキング会議や、Healthy Ageing に関する Stakeholder meeting 等に

参加し日本の知見を踏まえ WHO の議論に貢献した他、WHO が出版した Integrated 

Care for Older People（ICOPE）に関してガバナンスの視点から課題点を抽出し

レビュー論文を投稿した。本研究課題の成果については、G7 伊勢志摩サミット及

び G7 神戸保健大臣会合のアジェンダとなった世界の高齢化対策について、WHO が

実施している「高齢化と健康に関する世界戦略と行動計画（2016～2020 年）」

や、実施を予定している「健康的な高齢化に関する 10 カ年（2020～2030 年）」
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と関連して現在設置されている WHO 専門家作業部会にインプットするエビデンス

を取りまとめた。これにより、2030 年を見据えた世界の高齢化対策へのわが国に

よる技術的貢献が強化されることが期待される（令和元年度）。 

・ 「東アジア・ASEAN 諸国における UHC に資する人口統計システムの整備・

改善に関する総合的研究」（平成 30 年度～令和元年度） 

東アジア・ASEAN 諸国における人口動態統計制度およびその基礎となる住民登

録制度の問題点と整備・改善の条件に関する国際比較分析により，個々の特徴や

改善点を明らかにすることに取り組み、その結果はの 19 の論文として公表され

た（令和元年度）。 

・ 「国外の健康危機発生時に対応できる人材に必要なコンピテンシーの分

析及び人材を増強するための研修プログラムの開発のための研究」（令和元年度

～継続中） 

WHO における GOARN（地球規模感染症に対する警戒と対応ネットワーク）のワ

ークショップを約 10 年ぶりに日本国内で開催し、国際感染症対応が可能な人材

の登録名簿を作成し、トレーニングを行った（令和２年度において継続中）。 

本研究課題の成果については、開発された国際保健政策人材や国際感染症対応 

人材養成のための教育ツールを用い、WHO を始めとした国際機関や、GOARN 等を

通じた日本の人的貢献に繋げた。実際に GOARN ワークショップ参加者が感染症対

応人材として派遣されるなど、国際感染症対応人材の養成を通じて国内外の感染

症対策の強化を図っていく。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

13 6 0 0 10 17 0 0 0 0 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

2015 年に国連総会で採択された持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ及び持続可能な開発目標（SDGs）において、改めて保健分野の

ゴールが設定される等、地球規模の保健課題は、国際社会においてそ

の重要性が益々高まっており、その議論に対する我が国への期待は大

きい。 

我が国は、国際保健関連の政府方針・戦略を近年相次いで策定する

ともに、2016 年の G7 議長国だったことや 2019 年の G20 議長国であっ

たことから、国際政策を主導又は国際技術協力等を強化することによ
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り、効果的・効率的に国際保健に貢献し、国際社会における存在感を

維持・強化することが求められている。 

今後も引き続き、我が国においてこれまで蓄積してきた知見や経験

を活かし、保健分野において我が国の貢献がより効果的で国際的に存

在感を発揮するものとなるよう、UHC 実現に向けた国際協力に関する

我が国の政策決定に資する研究等を中心に推進する必要がある。 

効率性

の観点

から 

本研究事業では、省内関係部局と調整の上で公募課題を決定し、研

究実施の各段階において省内関係部局から意見を聴取する等、積極的

な連携を図っている。また、国際保健分野の経験と研究業績を有する

専門家を研究分担者とする体制が構築された研究班による計画を国際

保健行政の視点からも評価を行うことで、本研究事業がより効率的に

国際保健における日本の取り組みに資するよう実施している。 

有効性

の観点

から 

本研究事業の研究課題の成果は、G7 や G20 サミットの保健アジェン

ダや保健大臣会合の議論の方向性や、WHO や国連等が開催する国際会

議における議論のための基礎資料として大いに活用されうるものとな

っている。グローバル化や社会経済の発展に伴う国際保健課題への解

決に向けて、日本からの貢献に対する期待はますます高まっていく

中、本研究事業は国際社会における日本のプレゼンス向上に資するも

のであると考えられる。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

 新型コロナウイルス感染症や三大感染症等の感染性疾患が世界に与える影響

は甚大であり、「持続可能な開発目標（SDGs）」3.3 にもこれらに十分な対応を行

うことが掲げられている。様々な援助機関による対策により、低・中所得国にお

けるこれらの予防・治療の進展は認められるが、いまだ多数の人命を脅かす原因

となっている。現在、日本政府が関与している感染症等の国際保健分野における

国際機関、また、その他の感染症分野における国際機関・団体に関して分析し、

その中で製品の研究開発から供給までを円滑につなげることにより、日本の製品

や技術の国際展開を推し進めることを可能にする方法を発見し、わが国の効果

的・戦略的な国際保健分野における関わり方を明らかにする必要がある。 

また、2021 年から 2023 年は「持続可能な開発目標（SDGs）」が発表された

2015 年から達成目標とする 2030 年までのおよそ中間地点にあたる年であり、こ

の時期にわが国は UHC フォーラム、G7 保健大臣会合といった主要な保健に関す

る国際会議の主催を予定している。2020 年の新型コロナウイルスの世界的な流

行という未曾有の事態は健康危機に対する備えの必要性を浮き彫りにし、それ

を可能にするためにも平時から UHC を構築する重要性は明らかである。SDG3.8

では 2030 年までに UHC を達成することを目標に掲げている。各国の UHC 進捗状

況等を 2017 年に WHO と世界銀行が共同作成した UHC グローバルモニタリングレ
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ポートで評価された項目のみならない観点から把握し、その他わが国が主催す

る保健に関する国際会議における発信力を高める必要がある。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

例）令和元年 12 月 5 日～6 日、WHO

本部、WHO 西太平洋事務局、厚生労働

省国際課及び結核感染症課の協力の

もと、「国外の健康危機発生時に対

応できる人材に必要なコンピテンシ

ーの分析及び人材を増強するための

研修プログラムの開発のための研

究」 （研究代表者 国立国際医療研

究センター国際感染症センター長 

大曲 貴夫）にて、日本で 10 年ぶり

の GOARN (Global Outbreak Alert 

Response Network) Training 

Workshop を開催。50 名の保健医療専

門家が参加。本ワークショップを通

じて、国際的な感染症アウトブレイ

ク対策の人材育成とネットワーク強

化を実施。 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「行政政策研究分野」 

研究事業名 
厚生労働科学特別研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省大臣官房厚生科学課 

関係部局 省内関係部局 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 278,780 37 37 

平成 30 年度 304,817 22 22 

令和元年度 288,722 38 38 

 

３．研究事業の目的 

国民の生活を脅かす突発的な問題や社会的要請の強い諸課題について、行政に

よる緊急、かつ、効果的な施策が必要な場合、先駆的な研究を支援し、当該課

題を解決するための新たな科学的基盤を得ることを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

１．『医療的ケア児等コーディネーターに必要な基礎的知識の可視化及び研修プ

ログラム確立についての研究』（令和元年度） 

既存の「医療的ケア児等コーディネーター養成研修プログラム」について見直

しを行い、新たな研修プログラムを開発した。今後、自治体に周知を行った上で

活用してもらう予定である（医療的ケア児等コーディネーター養成研修は医療的

ケア児等の支援を総合調整する者の養成を目的として、厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業等の実施について（障発第 0801002

号）」において、地域生活支援促進事業の「医療的ケア児等総合支援事業」に位

置づけられている研修である）。 

２．『高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のための後期高齢者の質問

票活用に向けた研究』（令和元年度） 

「後期高齢者の質問票に関する解説と留意事項」が作成され、「高齢者の特性

を踏まえた保健事業ガイドライン第２版」に収載されるとともに、各都道府県及

び各都道府県後期高齢者医療広域連合に周知された。 

３．『EU 向け輸出二枚貝の海域指定及びモニタリング計画作成の加速化のための

調査研究』（令和元年度） 
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 EU 向け輸出二枚貝の生産海域（２海域）を指定し、EU 当局のリストに掲載さ

れた。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし。 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

1 4 11 0 28 2 0 0 2 2 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本事業は、厚生労働行政に直結する社会的要請の強い諸問題に対応

するために不可欠な事業である。 

効率性

の観点

から 

本事業は、原則として単年度の研究であるが、次年度以降に引き続

き研究を実施すべき課題が明らかになった場合には、各部局との連携

のもとに効率的に継続できる体制で、事業が運営されている。 

有効性

の観点

から 

これまでの研究成果は、関連する審議会や検討会における検討資

料、法令や指針等の基礎資料として活用されており、厚生労働省の各

部局における施策の検討に活用されており、概ね事業の目的に沿った

成果を得ている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

当事業は、行政的に緊急に解決が必要な課題について研究を実施するもので

ある。従って、短期間でより効果的な成果を得るために、研究計画の時点から

施策寄与の観点を十分に踏まえて研究目的を設定する等の対応が必要である。

引き続きこれを念頭に、当事業を実施する必要がある。 
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＜参考１＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

１．『医療的ケア児等コーディネーターに必要な基礎的知識の可視化及び 

研修プログラム確立についての研究』（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．『高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のための後期高齢者の 

質問票活用に向けた研究』（令和元年度） 
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３．『EU 向け輸出二枚貝の海域指定及びモニタリング計画作成の加速化のため 

の調査研究』（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（指定輸出ホタテガイ等二枚貝 の指定海域  指定海域リスト（ 農林水産省ホームページ））  

（EU 生産海域リスト）  
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＜参考２＞ 令和元年度厚生労働科学特別研究事業一覧 

 

研 究 課 題 名 
研究代表者氏名 

研究代表者所属、職名 

看護師と看護補助者の協働の推進に向けた実態調査 

研究 

坂本 すが 

東京医療保健大学 副学長 

看護職等が受ける暴力・ハラスメントに対する実態調

査と対応策検討に向けた研究 

三木 明子 

学校法人 関西医科大学 教授 

歯科医師の勤務状況とナショナルデータベースに基づ

く歯科医療提供状況調査研究 

三浦 宏子 

国立保健医療科学院 

国際協力研究部 部長 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のため

の後期高齢者の質問票活用に向けた研究 

津下 一代 

公益財団法人愛知県健康づくり振興

事業団 あいち健康の森健康管理セ

ンター センター長 

ワクチン接種後の有害事象報告の収集・評価の新たな

基盤整備のための研究 

多屋 馨子 

国立感染症研究所 室長 

医療的ケア児等コーディネーターに必要な基礎的知識

の可視化及び研修プログラム確立についての研究 

谷口 由紀子 

淑徳大学 助手 

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会等に向

けた包括的な CBRNE テロ対応能力構築のための研究 

小井土 雄一 

国立病院機構 災害医療センター 

部長 

厚生労働分野のオープンサイエンス推進に向けたデー

タポリシー策定に資する研究 

木村 映善 

国立保健医療科学院 統括研究官 

総括製造販売責任者の選任に関する例外規定を定める

ための研究 

亀井 美和子 

日本大学 教授 

レセプト情報を AI で類型化することによる医療費の

分析及び利活用方策の検討のための研究 

藤森 研司 

東北大学 教授 

諸外国におけるゲノム編集技術等を用いたヒト胚の取

扱いに係わる法制度や最新の動向調査及びあるべき 

日本の公的規制についての研究 

加藤 和人 

大阪大学 教授 
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国際動向分析による、我が国のがん研究・医療におけ

る全ゲノム解析等の基盤整備および運用を提言する 

ための研究 

鈴木 達也 

国立研究開発法人 国立がん研究セ

ンター 外来医長、センター長補佐 

美容医療における合併症の実態調査と診療指針の作成 
大慈弥 裕之 

福岡大学 教授 

看護職員のなりすまし防止に資するデータ活用法の 

構築 

前田 樹海 

東京有明医療大学 教授 

多能性幹細胞等を用いた再生医療等提供計画の議論に

係る研究 

福井 次矢 

聖路加国際大学  聖路加国際病院 

院長 

健康増進のための住環境についての研究 
林 基哉 

国立保健医療科学院 統括研究官 

医薬品評価情報作成システムの有用性評価研究 
鹿野 真弓 

東京理科大学 教授 

パクリタクセルを用いた末梢血管治療デバイスの 

長期的安全性に関する研究 

中村 正人 

東邦大学 教授 

２０４０年を念頭に置いたロボット・AI 等による医療

福祉分野におけるイノベーション創出に向けた研究 

本田 幸夫 

常翔学園大阪工業大学 教授 

就労に関するアセスメントツールや手法の活用実態と

課題についての研究 

前原 和明 

秋田大学教育文化学部 准教授 

ナショナルビッグデータを用いた新専門医制度の地域

外科医療に及ぼす影響の評価研究 

藤原 俊義 

一般社団法人日本外科学会 理事 

認知症施策推進大綱に基づく取組の評価方法検討に 

向けた研究 

粟田 主一 

東京都健康長寿医療センター研究所 

研究所長 

サブスペシャルティ領域専門医の必要医師数と専門医

制度における養成数の検討 

寺本 民生 

一般社団法人日本専門医機構 

理事長 
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一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性

の実態把握と適切な販売のための研究 

嶋根 卓也 

国立研究開発法人 国立精神・神経

医療研究センター 精神保健研究所 

薬物依存研究部 心理社会研究室長 

健康寿命の延伸に向けた地域保健と職域保健の連携に

資するデータ項目及び分析方法の明確化のための研究 

加藤 源太 

京都大学 医学部附属病院  

診療報酬センター 

准教授・副センター長 

諸外国の予防接種制度に関する研究 

神谷 元 

国立感染症研究所 

感染症疫学センター 主任研究官 

循環器病の診療情報収集・活用のための登録様式等の

詳細に係る研究 

望月 直樹 

国立循環器病研究センター 

研究所 所長 

EU 向け輸出二枚貝の海域指定及びモニタリング計画 

作成の加速化のための調査研究 

鈴木 敏之 

国立研究開発法人水産研究・教育機

構中央水産研究所水産物応用開発研

究センター センター長 

子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関す

る研究 

植田 誠治 

聖心女子大学 教授 

医療・福祉専門職種のマンパワー推計と人材確保に関

する研究 

山本 克也 

国立社会保障・人口問題研究所 

社会保障基礎理論研究部長 

輸出先国のリスク管理に対応した残留農薬データ等の

補完のための研究  

渡邉 敬浩 

国立医薬品食品衛生研究所 

安全情報部第一室長 

災害時における在宅療養患者の安全確保に関する調査 
山中 崇 

東京大学 特任准教授 

世帯構造の変化と社会保障に与える影響に関する研究 

泉田 信行 

国立社会保障・人口問題研究所 

社会保障応用分析研究部長 

医療機関の医師の労働時間短縮の取組状況の評価に 

関する研究 

裵 英洙 

慶應義塾大学健康マネジメント研究

科 特任教授 
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麻酔を実施する施設における、麻酔科専門医と麻酔科

標榜医（非専門医）の間でのタスクシェアリングに資

する研究 

小板橋 俊哉 

東京歯科大学市川総合病院 教授 

東京地下鉄サリン事件におけるカルテ等の救護・医療

対応記録のアーカイブ化のための研究 

奥村 徹 

日本中毒情報センター 

メディカルディレクター 

催奇形性物質に係る雄性生殖を介した新規発生毒性評

価法の開発 

桒形 麻樹子 

国立医薬品食品衛生研究所 安全性

生物試験研究センター 

毒性部第二室 室長 

再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物

の保管に関する管理基準の策定に資する研究 

飛田 護邦 

順天堂大学 准教授 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 疾病・障害対策研究分野 

研究事業名 
健やか次世代育成総合研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 148,962 28 16 

平成 30 年度 187,499 33 20 

令和元年度 290,178 34 24 

 

３．研究事業の目的 

本事業では、生殖・妊娠期、胎児期、新生児期、乳幼児期、学童・思春期、若

年成人期、そしてまた生殖・妊娠期へと循環する成育サイクルのステージごとの

課題や、各ステージにまたがる課題を明らかにする。これらの課題に対し、ハイ

リスクアプローチとポピュレーションアプローチの双方からの研究を推進し、成

育基本法が目指すところの健やかな成育サイクルの実現を目指す。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

・｢妊娠初期の感染性疾患スクリーニングが母子の長期健康保持増進に及ぼす影響

に関する研究｣（平成 30 年度～継続中）において妊婦健診における感染性疾患の普

及啓発のための一般向け HP を開設した。 

・｢幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイドに関する研究｣（平成 29

年度～令和元年度）において、「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援

ガイド（案）」を作成した。 

・「子育て世代包括支援センターの全国展開に向けた体制構築のための研究（平

成 29 年度～令和元年度）」において、子育て世代包括支援センターの事例集を

作成した。 

・｢わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度を確立するための研究｣（令和

元年度～継続中）において、チャイルドデスレビュー都道府県モデル事業の実施に

資する自治体への技術的支援に資する資材を作成した。 

・｢身体的・精神的・社会的（biopsychosocial）に健やかな子どもの発育を促すた

めの切れ目のない保健・医療体制提供のための研究｣（平成 30 年度～継続中）にお
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いて、日本版 Bright Futures の指針を作成し、研究班の HP に公開した。また、

1 歳 6 か月児健診と 3 歳児健診について、具体的な診察の方法や所見とする基準

を策定し、医師向けの研修動画を作成した。 

・「母子保健情報と学校保健情報を連係した情報の活用に向けた研究｣（令和元年度

～継続中）において、乳幼児・学童期における各健診項目について関連性のある項

目の一覧を作成するとともに、学童期の疾患の発症と予後に関する検討・解析を行

った。 

・｢母子保健情報を活用した「健やか親子２１(第２次)」の推進に向けた研究｣（令

和元年度～継続中）において、令和元年度に開催した「『健やか親子２１(第２次)』

の中間評価等検討会」に向けたデータ分析、課題の整理を行った。また、第 78 回

日本公衆衛生学会で、健やか親子２１（第２次）の中間評価等に関する発表を行っ

た。 

・｢医学的適応による生殖機能維持の支援と普及に向けた総合的研究｣（令和元年度

～継続中）において、がん・生殖医療看護師養成に向け、看護師を対象とした e ラ

ーニングを作成した。 

・｢産婦死亡に関する情報の管理体制の構築及び予防介入の展開に向けた研究｣（平

成 30 年度～継続中）において、「母体安全への提言」を令和元年 10 月に刊行し、

全国の周産期センター等に配布した。妊婦およびその家族向けに子育て支援や周

産期うつの予防のための視聴覚教材を作成した。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

23 20 30 2 133 20 0 0 0 0 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本事業では、母子保健分野における医療・保健・福祉の多様な行政

的・科学的課題に対応するために必要な研究が実施されている。令和

元年 12 月に成育基本法が施行され、成育過程にある者及びその保護者

並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施

策を総合的に推進することとされており、本研究事業の推進は非常に

重要である。 
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効率性

の観点

から 

本事業は多岐にわたる母子保健の課題の中から優先度、重要度の高

いものを中心に研究に取り組んでいる。研究課題の評価については、

外部有識者からなる評価委員会を行い、採択に関する事前評価、進捗

を評価する中間評価及び成果を評価する事後評価を実施し、効率的な

事業運営に努めている。 

有効性

の観点

から 

本事業の推進により「すこやか親子 21（第２次）」で示された指標等

が改善され、その結果として、妊娠、出産、子育ての成育サイクルを

通じた切れ目ない支援体制の構築と、成育環境に関わらずすべての子

どもが心身共に健やかに育まれる社会環境の整備が図られている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

研究事業は概ね順調に進行しているが、不妊・不育に対する支援、妊娠期・産

後の妊婦のメンタルヘルス、増加する虐待、医療機関に受診することが少ない

学童・思春期の世代に対する心理社会的問題への対応、パートナーの育児参加

の促進など積極的に取り組む必要がある。健やかな次世代の育成は、生涯にわ

たる健康の基盤作りへとつながり、個人の健康にとどまらず広く社会にも貢献

する。研究のさらなる強化・充実のために、身体的・精神的・社会的視点を踏

まえて、将来の健康づくりに寄与する研究、健やかな次世代を育成する社会基

盤の整備に寄与する研究が必要である。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

成果について、ビジュアルで示します。 

○子育て世代包括支援センターの全国

展開に向けた体制構築のための研究

（平成 29 年度～令和元年度） 

 

 

 

○乳幼児の身体発育及び健康度に関

する調査実施手法及び評価に関する

研究（平成 30 年度～令和２年度） 
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○HTLV-1 母子感染予防に関するエビデ

ンス創出のための研究（令和元年度） 

 

 

 

○新生児マススクリーニング検査

に関する疫学的・医療経済学的研究

（平成 29 年度～令和元年度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害対策研究分野」 

研究事業名 
がん政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 392，628 78 34 

平成 30 年度 401，820 52 38 

令和元年度 545，158 61 52 

 

３．研究事業の目的 

本研究事業では、がん対策に関するさまざまな政策的課題を解決するため、

「がん研究 10 か年戦略」で掲げられた「充実したサバイバーシップを実現する

社会の構築をめざした研究領域」と「がん対策の効果的な推進と評価に関する

研究領域」の２領域について、がん対策推進基本計画の目標達成をめざす。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

本研究事業では、がん対策推進基本計画に掲げられた課題等の解決に資する、科

学的知見等が得られた。以下に事例を示す。 

 「希少癌診療ガイドラインの作成を通した医療提供体制の質向上」平成 29 年

度～令和元年度 

 「脳腫瘍診療ガイドライン 2019 年版」、「成人・小児進行固形がんにお

ける臓器横断的ゲノム診療のガイドライン第２版」を作成した。こうし

た過程で活発な人材交流が行われることで、人材の育成がなされた。 

 「高齢者のがん医療の質の向上に資する簡便で効果的な意思決定支援プログ

ラムの開発に関する研究 」平成 30 年度～令和２年度 

 エビデンスの少ない高齢者のがん診療指針策定に向けて、内科系だけで

なく、外科や医療経済等のその他の領域の調査や大腸がんモデル事業を

通して臨床的提言を行うことの重要性を明らかにした。 

 「がん検診の適切な把握法及び精度管理手法の開発に関する研究」、平成 30

年度～令和２年度 
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 将来的に検診全体に対する精度管理法を確立するため、職域検診におい

ては、レセプトを用いたがん患者特定手法やがん検診の実態把握、それ

らに関する問題点を検討した。また、住民検診においては、住民検診及

び職域検診の統合を視野にがんの推計罹患率と、目指すべき感度・特異

度を用いてプロセス指標基準値を推計する新たな手法やそれに関する問

題を検討した。 

 「がん患者の就労継続及び職場復帰に資する研究」、平成 29 年度～令和元年

度 

 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン（厚生

労働省）や、2016 年 12 月のがん対策基本法の一部改正を踏まえ、がん患

者が安心して治療に臨めるように、また復職支援がスムーズに行えるた

めの工夫として、がん患者が直面する経済的な面での情報提供と、事業

者側と主治医などの医療者側とが適切な連携をとることの効果効用のリ

サーチ、ならびにがん患者の診断から休職、復職までのメンタルヘルス

についての知見をまとめた。さらに、がん拠点病院等医療機関のがん相

談支援センターや職域で活用できる実用的な「がん患者就労支援ガイダ

ンス」、「就労意見書作成支援ソフト（がん共通版）」等を開発した。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

69 230 106 74 260 26 1 0 4 31 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本研究事業においては、行政的・社会的な研究として、緩和ケア、地

域完結型医療といった研究に代表される「充実したサバイバーシップ

を実現する社会の構築をめざした研究」、がん登録、がん教育といっ

た研究に代表される「がん対策の効果的な推進と評価に関する研究」

等、がん対策を推進する上で必要性・重要性の高い研究を推進し、着

実な成果を上げている。今後も「がん研究１０か年戦略」を踏まえ

て、総合的かつ計画的に研究を展開し、がん対策推進基本計画の着実

な推進に資するよう事業を行っていくことが重要である。 
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効率性

の観点

から 

妥当な研究計画・実施体制・目標管理のもと、効率良く研究が進めら

れており、４（１）に記載したような成果が得られている。がん対策

の効率的な推進に資する有用な研究成果の継続的な創出には、医療行

政への新たな提言に資する研究への適切な予算の充当が重要である。 

有効性

の観点

から 

「充実したサバイバーシップを実現する社会の構築」と、「がん対策

の効果的な推進・普及」のための研究を推進し、上記４（１）に記載

したような知見等が得られた。これらの研究成果を検討会で報告する

等、がん対策の推進に寄与した。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

がんは国民の疾病による最大の死亡原因となっており、がん対策基本法及び

がん対策推進基本計画に基づいて、がん対策が進められてきたところである。

新たな課題として、希少がん、難治性がん、小児がん、AYA 世代のがんへの対

策、ゲノム医療等の新たな治療法等の推進、就労を含めた社会的な問題への対

応が必要であること等が明らかなとなってきた。今後、上記に掲げたような諸

課題の解決に向けて「充実したサバイバーシップを実現する社会の構築をめざ

した研究」、「がん対策の効果的な推進と評価に関する研究」等、一層の研究

開発が必要とされる社会医学的な分野について重点的に推進すべきである。 

また、従来から取り組まれている課題ではあるが、最も重要な課題の１つで 

費用対効果に優れた長期的施策として第３期がん対策推進基本計画に盛り込ま

れている「がん予防」に係る研究や、平成 31 年に全国がん登録情報が公開され

たことを踏まえ、がん登録データの効果的な利活用を図る観点から、国民への

情報提供に向けた研究をすすめる必要がある。令和元年度には第３期がん対策

推進基本計画に挙げられるがんゲノム医療、免疫療法、支持療法、希少がんや

難治性がん、小児・AYA 世代のがん患者への取り組みについての研究がなされた

が、医療実装において抽出された社会的課題を解決するための研究を実施し、

「がん医療の充実」に貢献する。 
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

希少癌診療ガイドラインの作成を

通した医療提供体制の質向上（平成

29 年度～令和元年度） 

 

 

 がん患者の就労継続及び職場復帰に

資する研究（平成 29 年度～令和元年

度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害対策研究分野」 

研究事業名 
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合

研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局健康課 

関係部局 厚生労働省健康局難病対策課、医政局歯科保健課、医政局地

域医療計画課 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 408,157 46 30 

平成 30 年度 436,689 47 33 

令和元年度 540,390 64 39 

 

３．研究事業の目的 

生活習慣病は医療費の約 3 割、死亡者数の約 6 割を占めており、急速な高齢

化、疾病構造の変化を背景とした社会の中で、健康寿命を延伸し、医療費・介

護給付費の増加を抑制して社会保障制度を持続可能なものとするために、生活

習慣病対策はますます重要な課題となっている。本研究事業は、生活習慣病対

策の各局面に貢献する科学的根拠を提供することを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

「社会経済格差による生活習慣課題への対応方策案に向けた社会福祉・疫学的

研究に関する研究」（令和２年度終了予定）においては、生活困窮者など社会経

済的に不利な立場の集団における、医療保険の種類の違いに着目した、身体活

動・運動、口腔、喫煙等の実態と課題を明確化した。 

「加熱式たばこなど新たなたばこ製品の成分分析と受動喫煙による健康影響の

評価手法の開発」（令和２年度終了予定）においては、先行研究である「非燃焼

加熱式たばこにおける成分分析の手法の開発と国内外における使用実態や規制に

関する研究」（平成29年度特別研究）から引き続き、加熱式たばこの煙に含まれ

る成分の分析等の科学的知見を提供した。 

「健康増進施設の現状把握と標準的な運動指導プログラムの開発および効果検
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証と普及促進」（令和元年度終了）においては、「運動型健康増進施設」が提供

している運動指導プログラムの現状を把握し、調査結果と先行研究のレビュー結

果を基に「健康増進施設」が提供すべき標準的な運動プログラムを開発して全施

設に周知した。 

「脳卒中の急性期診療体制における施設間連携体制構築のための研究」(令和

元年度終了)においては、わが国における脳卒中の超急性期の診療実態を把握

し、脳卒中診療に携わる施設の連携体制について明らかにした。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

１ 30 19 0 42 18 0 0 3 24 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

高齢化の進展、疾病構造の変化に伴い、生活習慣病及びその合併症

の対策の社会的重要性は増加している。健康寿命を延伸し、医療費・

介護給付費の増加を抑制して社会保障制度を持続可能なものとするた

めには、本研究事業から得られる科学的根拠を基に保健・医療の向上

を目指すことが重要であり、生活習慣病等に関わる必要不可欠な科学

的根拠を得る研究事業として、本研究事業の必要性は高い。 

効率性

の観点

から 

本研究事業は、国民健康づくり運動である「健康日本２１（第二

次）」の方向性を踏まえて実施されており、効率的に施策に反映でき

る仕組みとなっている。生活習慣の改善による疾病・合併症の発症、

疾患の重症化・死亡リスクの低減効果、医療費等の削減効果等は、長

期に渡る追跡調査を継続して初めて明らかになるが、エビデンスレベ

ルの向上の観点から長期間の研究継続が必要になる研究課題の重要性

は高い。研究事業の評価にあたっては、循環器疾患、糖尿病、腎臓内

科、神経内科、呼吸器内科、脳外科、胸部外科、公衆衛生学、栄養、

看護、救急、歯科など多岐にわたる専門の委員を含めた評価委員会を

開催し、多角的な視点から評価を行うことにより効率的な研究事業の

推進を図っている。以上のことから効率性は高い。 

有効性

の観点

から 

本研究事業の成果は、日本人の生活習慣病対策や健康づくりに対す

る施策におけるエビデンスとして施策の検討・実施、治療・予防のガ

イドラインに直接活用されており、生活習慣病予防のための正しい知
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識の普及や医療の質の向上等により、国民にその成果が還元されてい

る。また、研究成果としての手法やマニュアル等の普及により、様々

な保健事業の現場に貢献していることから、有効性は高い。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

本事業は、生活習慣病対策のみならず、健康づくりに対するエビデンスの創

出を通じて、健康日本 21（第二次）の取組を促進し、地方自治体や企業、国民

等の健康づくりをさらに支援し、社会保障制度を持続可能なものとすることに

貢献している。引き続き、次期国民健康づくり運動も見据えて科学的根拠を創

出していく必要がある。また、特に循環器疾患に関しては「健康寿命の延伸等

を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」が

令和元年 12 月に施行され、次期医療計画も見据え、循環器疾患の医療提供体制

についての研究が進行しており、こちらも着実に進行していく必要がある。 

新型コロナウイルス感染症の出現によりもたらされた人々の生活の変化が、

健康や健康づくり等に及ぼす影響については、調査の重要性が高いものの既存

の研究で十分な知見が得られていない分野であり、今後の課題である。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

「健康増進施設の現状把握と標準的な運動指導プログラムの開発および効果検

証と普及促進」（平成 29 年度～令和元年度） 

調査結果と先行研究のレビュー結果を基に開発し、全施設に周知した標準的な

運動プログラム。  
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害対策研究分野」 

研究事業名 
女性の健康の包括的支援政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局健康課女性の健康推進室 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 36,780 7 3 

平成 30 年度 36,780 9 4 

令和元年度 49,600 5 3 

 

３．研究事業の目的 

女性のライフステージに応じた取組や、社会的な側面も含めた生涯にわたる

包括的な支援を行うための施策に資する、我が国における女性の健康にかかる

実態の把握と支援に必要な情報提供や相談体制の構築、およびそれに必要な人

材の育成を目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

本事業は平成 27 年度から開始したところであり、女性の健康の包括的支援のた

めの情報基盤の整備や、健康における社会的決定要因に関する研究を実施してい

る。 

女性の健康の包括的支援に関する情報発信基盤構築と多診療科医療統合を目指

した研究では、女性の健康に関するホームページ（女性の健康推進室ヘルスケア

ラボ）について、コンテンツの追加やユーザー調査、アクセス解析等を実施し、

今後の情報提供の内容改善につながる成果を得た。また、統合的な女性診療を構

築する上での基盤とするために作成した「女性の健康包括的支援のための診療ガ

イドブック」をもとに e ラーニングシステム（女性のヘルスケアアドバイザー養

成プログラム）を構築し、公開した。 

保健・医療・教育機関・産業等における女性の健康支援のための研究について

は、Internaional technical guidence on sexuality education 2018

（UNESCO） を活用し、テキストブックやテキスト活用のためのガイドブックを
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作成した。また、学校教育や大学保健管理センター、薬局等様々な関係者が女性

の健康支援に携われるよう、研修メニューを作成した。 

女性の健康の社会経済学的影響に関する研究では、患者等へのアンケートやコ

ホートデータの利用により、子宮内膜症や PMS、更年期障害、甲状腺異常等の女

性の健康上の問題による医療費及び労働生産性の損失の推計や、文献レビューな

どを実施し、女性の健康維持が社会経済学的にもたらすメリットについて明らか

にした。 

こうした成果を踏まえ、女性の健康に関する正しい情報提供体制の整備や、地

域や団体における女性の健康支援についての情報発信を図っている。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし。 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

－ － － － － － － － － － 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

これまで、我が国における女性の健康に関する取組は、主に疾病分

野ごとに展開されてきている。また、女性の健康に関する研究におい

ても、これまでは妊娠・出産や疾病等に着目して行われてきた。この

ため、女性の身体はホルモンの影響を強く受けるためライフステージ

ごとに劇的に変化するという特性を踏まえた取組や、社会的な側面も

含めた生涯に渡る包括的な支援は十分に行われていない状態であり、

女性の健康施策を総合的にサポートする医療、診療体制も十分に構築

されておらず、早急な対応を図る必要がある。そのため令和元年 6 月

18 日に決定された｢女性活躍加速のための重点方針 2019｣Ⅰ-2 にあるよ

うに、女性の健康支援に関し、女性の心身の状態が人生の各段階に応

じて大きく変化するという特性を踏まえ、性差医療等に関する調査研

究を進め、必要な情報を広く周知・啓発する事が求められている。以

上のように、本研究事業に対するニーズは極めて高く、今後もさらに

推進する必要がある。 

効率性

の観点

から 

本事業は、小児期から性成熟期、出産期、更年期、老年期にわたる

女性の一生における健康課題や切れ目のない健康支援に焦点を当て、

研究課題の採択に関する事前評価、研究進捗を評価する中間評価、研

究が適切に行われたか等研究成果を評価する事後評価を実施するな
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ど、評価委員会の十分なチェック体制を敷き、進捗管理を行って事業

を効率的に実施する。 

また、本事業は研究課題として行政施策に直結するものを設定して

おり、研究成果を効率的に施策に反映させる仕組みが構築されてい

る。 

有効性

の観点

から 

研究の成果を活用して、社会的に求められている女性の健康に係る

情報収集及び情報提供体制の整備、女性の健康支援のための診療体制

及びライフステージに応じた健康評価・フォローアップ体制の整備、

女性の健康支援に向けた人材育成など、ライフステージに応じた女性

特有の健康課題を解決するための有効な施策が展開されている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

女性の健康対策を実施するに当たっては、女性の心身の状態が人生の各段階

に応じて大きく変化することや、女性の社会進出、婚姻をめぐる変化、平均寿

命の延伸等にも着目し、医療、保健、福祉、教育、労働といった様々な分野を

含めた包括的な支援が必要である。また、背景となる女性の雇用・経済的状

況、地域社会・生活環境、家族・再生産領域といった社会的決定要因が生活習

慣や健康状態に及ぼす影響を明らかにした上で、その支援方法等を開発する必

要がある。 
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

女性の健康の包括的支援に関する情報発信基盤構築と多診療科医療統合を目指

した研究（平成 30 年度～継続中） 

 

E ラーニングシステム「女性のヘルスケアアドバイザー養成プログラム」 

トップページ及びテスト・レポート管理ページ 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害対策研究分野」 

研究事業名 
難治性疾患政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局難病対策課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 1,271,872 132 113 

平成 30 年度 1,632,115 113 98 

令和元年度 1,777,485 103 90 

 

３．研究事業の目的 

難病法において規定されている難病および小児慢性特定疾病等に対して、診 

療体制の構築、疫学研究、普及啓発、診断基準・診療ガイドラインの作成・改 

訂、小児成人移行期医療（トランジション） の推進、関連研究やデータベー

スとの連携等を行い、医療水準の向上に貢献することを目標としている。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

１．難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究班（平成 29 年度～令和元

年度）において結合組織病に伴う肺動脈性肺高血圧症診療ガイドラインを作成

等、研究対象 610 疾病（令和元年度に実施された研究課題 90 課題）のうち、 

○診断基準の策定･改訂は 527 疾病（86.4％）で達成。 

○重症度分類の策定･改訂は 486 疾病（79.7％）で達成。 

○診療ガイドラインの策定･改訂は 338 疾病（55.4％）で達成。 

２．副腎ホルモン産生異常に関する調査研究班（平成 29 年度～令和元年度）等

において市民公開講座を開催する等、疾病の普及啓発を行っている。 

３．本事業の研究班では指定難病 331 疾病（平成 31 年４月時点）を研究対象疾

病としてすべてをカバーしているのみならず、指定難病以外の小児慢性特定疾病

（平成 31 年４月時点で 756 疾病）等の関連疾病についても広く研究対象とし、

平成 30 年度に整備を開始した難病診療連携拠点病院を中心とした難病診療連携

体制の構築に寄与している。 

②   目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  
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該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

1,036 3,418 1,050 561 4,568 1,441 10 3 77 364 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

難病および小児慢性特定疾病等の医療水準の向上、また、患者の QOL 

向上のための研究を推進すべきである。具体的には、診断基準、重症

度分類、医療の均てん化に資する診療ガイドライン等の作成や改訂、

学会や患者会等と連携した様々な普及啓発活動、患者の療養生活環境

整備や QOL 向上に資する成果、適切な医療提供体制の構築等を強化す

べきである。また、引き続き、新たな指定難病や小児慢性特定疾病の

追加の検討を行う予定であるため、幅広く希少・難治性疾患に関する

情報の収集を継続する必要がある。 

効率性

の観点

から 

既に全 331 疾病（平成 31 年 4 月現在）の指定難病は、本事業の研

究班の研究対象疾病としてカバーされており、指定難病以外の小児慢

性特定疾病等の類縁疾病についても広く研究対象としている。また、

小児成人移行期医療を推進する観点から、小児の研究者と成人の研究

者の連携も十分に取られている。さらに、AMED の難治性疾患実用化研

究班で得られた成果を、当事業の関連研究班で取りまとめてガイドラ

イン作成に活用する等、適切に連携が行われている。 

有効性

の観点

から 

各研究班は、関連学会と連携した全国的研究体制のもと、担当疾病に

ついて、診断基準、診療ガイドライン、臨床調査個人票、難病情報セ

ンター掲載資料等の作成や改訂を行うだけでなく、診療体制の中核を

担い、また、学会や患者会と連携した普及啓発活動など、様々な手法

により医療水準の向上を実践している。さらに、平成 27 年に施行され

た難病法の、施行後 5 年の見直しに資するエビデンスの提供も行われ

ており、患者、行政にとって有効な成果が得られている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

難病対策と小児慢性特定疾病対策を安定的に継続するために、疾病間の公平

性を担保するための研究や、追加疾病の検討に対応するための情報収集、制度

や対象疾病そのものの普及啓発活動等をさらに進める必要がある。また、難病

データベース・小児慢性特定疾病データベースの有効活用、難病診療連携拠点
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病院を中心とした難病診療連携体制の整備等のため、本事業のさらなる推進が

必要である。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関す

る調査研究（平成 29 年度～令和元年

度） 

 

特発性大腿骨頭壊死症の医療水準及び

患者の QOL 向上に関する大規模多施設

研究（平成 29 年度～令和元年度）  
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾患・障害等対策研究分野」 

研究事業名 
腎疾患政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省建康局がん・疾病対策課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 － － － 

平成 30 年度 7,500 2 2 

令和元年度 51,550 2 2 

 

３．研究事業の目的 

慢性腎臓病（CKD）の医療連携体制の構築等の腎疾患対策の推進により、CKD 重

症化予防の徹底とともに、CKD 患者の QOL の維持向上を図る。具体的には 2028

年までに年間新規透析導入患者数を 35,000 人以下（平成 28 年比で 10%減少）と

することを目標とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

１）診療水準向上 

全国の診療連携体制構築状況、紹介基準を活用した紹介・逆紹介の実態、診療ガ

イドラインが推奨する標準治療の普及状況を明らかにした。（「腎疾患対策検討

会報告書に基づく対策の進捗管理および新たな対策の提言に資するエビデンス構

築」）健診受診時者への「慢性腎臓病（CKD）認知度アンケート調査」を 13,000

人規模で実施し疾患認知度・浸透度を評価した。（「慢性腎臓病(CKD)に対する

全国での普及啓発の推進、地域における診療連携体制構築を介した医療への貢

献」） 

２）診療連携体制構築 

県・指定都市・中核市の腎疾患担当者と医療者が一同に介する CKD 対策ブロック

会議を開始した。対策の進捗や問題点を話し合い、地域の実情に即した診療連携

体制構築へ向けた課題の抽出を行った。（「慢性腎臓病(CKD)に対する全国での

普及啓発の推進、地域における診療連携体制構築を介した医療への貢献」） 
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３）普及啓発・情報発信 

研究班の HP を構築、情報発信に努めると共に作成した普及啓発資材をダウンロ

ード配布し利活用を促進した。医療従事者向けの資料はスライド形式で作成し、

一般住民のみならず、小児、高齢者、透析患者向けの資料や CKD、腎代替療法に

関して興味を喚起するクイズパネルを作成、世界腎臓デーに合わせて全国各地で

開催される市民公開講座の後援を行い、それらの場面で作成した資材を活用し

た。（「慢性腎臓病(CKD)に対する全国での普及啓発の推進、地域における診療

連携体制構築を介した医療への貢献」） 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（2019 年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

－ － － － － － － － － － 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

「腎疾患対策のあり方について（平成 20 年 3 月 腎疾患対策検討

会）」 

に基づく 10 年間の対策にもかかわらず、平成 28 年末の透析患者数

は約 33 万人と、未だ減少傾向には転じておらず、さらに、高齢化によ

り腎臓病患者の増加も予想されている。そこで、10 年ぶりに平成 30 

年度版報告書をとりまとめ、CKD 重症化予防の徹底とともに、CKD 患

者の QOL の維持向上を図る等を全体目標とし、地域における CKD 診療

体制の充実や 2028 年までに年間新規透析導入患者数を 35,000 人以下

（平成 28 年比で約 10％減少）とする等が成果目標とされた。普及啓

発、人材育成、医療連携体制の構築、診療水準の向上、研究の推進の 5

つの個別対策が掲げられており、腎疾患対策のさらなる推進を目指す

ため、重点的に実施すべき研究である。 

効率性

の観点

から 

平成 30 年７月に新たな腎疾患対策検討会報告書が自治体や関連学会

等に周知され、関係者の協力が得られやすい環境となり、効率的に研

究を実施できる状況である。新報告書の目標である「年間新規透析導

入患者数 35,000 人以下（平成 28 年比で約 10％減少）」が達成されれ

ば、患者 QOL の向上と共に医療経済上の効果も期待できる。好事例で

ある熊本市では、7 年間で約 17％減少を達成しており、現実的な目標

と考える。 
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有効性

の観点

から 

日本腎臓学会理事長を研究代表とする指定班において、メディカル

スタッフを含む関連学会、疫学者等を加えたオールジャパン体制を構

築し、関連団体、行政等との連携を図り、新報告書に基づく対策につ

いて評価指標等を用いた進捗管理および地域ごとの取組の取りまと

め・評価、好事例の解析・横展開を行っている。また、公募班におい

ては、地域における診療連携体制構築に資する研究を慢性腎臓病

（CKD）診療提供体制構築モデル事業と連携して実施している。上記指

定班と連携して、地域ごとの好事例を評価し、オールジャパン体制で

共有、横展開を行うことで、目標の実現可能性が向上することが期待

される。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

当事業の推進により、新報告書に基づく腎疾患対策の評価指標等による進捗

管理、地域の実情に応じた CKD 診療連携体制モデルの構築と評価、好事例の解

析・横展開、それらの情報公開等をオールジャパン体制で行うことができる。

今後は研究班の役割分担を明確化にし、より効率的な連携を図ることで、我が

国の腎疾患対策を強力に推進し、2028 年までに新規透析導入患者数を 35,000 

人以下（平成 28 年比で約 10％減少）とする等の目標の早期達成、国民の QOL 

の維持・向上や、医療資源の適正化に貢献することが望まれる。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

「腎疾患対策検討会報告書に基づく対策

の進捗管理及び新たな対策の提言に資す

るエビデンス構築」（令和元年度～令和

3 年度） 

「慢性腎臓病(CKD)に対する全国での

普及啓発の推進、地域における診療

連携体制構築を介した医療への貢

献」（令和元年度～令和３年度） 
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51 
 

１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害等対策研究分野」 

研究事業名 
免疫アレルギー疾患政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 45,678 7 9 

平成 30 年度 47,623 10 8 

令和元年度 70,247 13 9 

 

３．研究事業の目的 

免疫アレルギー疾患の罹患率は高く社会問題化している。この背景を踏まえて

アレルギー疾患対策基本法が施行され、連携体制の整備や質の高い臨床研究等

を実施し、予防、診断及び治療方法の開発・評価等、病態の解明等に向けた研

究を推進する必要がある。当事業で得られた成果をガイドラインなどに反映さ

せることで、免疫アレルギー疾患に関わる医療全体を向上させる。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

●「アレルギー疾患対策に必要とされる大規模疫学研究に関する研究」（平成 29

年度～令和元年度）においては、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー

性鼻炎、食物アレルギーの全国疫学調査の成果をまとめ、厚生労働省と日本アレ

ルギー学会で運営しているウェブサイト「アレルギーポータル」にて令和 2 年 5

月に公開された。 

●「アレルギー疾患における標準治療の普及と均てん化に向けた研修プログラム

の開発研究」（平成 29 年度～令和元年度）においては、「短期間小児アレルギー

研修プログラム」を開発し、現在アレルギー疾患中心拠点病院における医師研修

に活用されている。また「食物アレルギーの診療の手引き Q&A」を作成し、食物

アレルギー研究会の HP に掲載され、食物アレルギーに関する情報提供に活用さ

れている。 

●「食物経口負荷試験の標準的施行方法の確立」（平成 31 年度～継続中）では、ア

レルギー専門医、一般病院、クリニックなど診療レベルに応じた食物経口負荷試験
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の在り方についての現状が検討され、今後、「食物経口負荷試験の手引き」の作成

に活用される。 

●「我が国の関節リウマチ診療の標準化に関する臨床疫学研究」（平成 30 年度～継

続中）では NDB を用いたリウマチの疫学調査、リウマチ診療のシステマティックレ

ビューを実施し、今年公開される「関節リウマチ診療ガイドライン 2020」に活用

されている。 

●「免疫アレルギー疾患対策に関する研究基盤の構築」（平成 30 年度～継続中）で

は７つの学会から若手研修者が次世代タスクフォースを結成し、今後免疫アレル

ギー疾患研究 10 か年戦略の実装に向けてホームページを作成、また学会と連携し

た海外留学に関する情報発信を開始している。 

●「小児期および成人移行期小児リウマチ患者の全国調査データの解析と両者の

異同性に基づいた全国的「シームレス」診療ネットワーク構築による標準的治療の

均てん化」研究（平成 29 年度～令和元年度）においては、「成人リウマチ医のた

めの移行期支援ガイド」が作成され、今後小児リウマチ患者がシームレスに内科へ

の治療に移行できるように活用される。 

②   目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

2 34 1 0 2 2 0 0 0 0 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

アレルギー疾患対策基本法に基づく医療提供体制では、中心拠点病

院での人材育成、各都道府県の拠点病院を活用した医療連携体制が望

まれており、社会的意義として教育プログラムの開発や拠点病院を活

用した研究体制の構築を行ったことは評価できる。 

研究 10 か年戦略を遂行するために、若手研究者が次世代タスクフォ

ースを結成し、国際競争力を向上に向けて海外留学に関する情報発信

を開始している。 

侵襲性のある食物経口負荷試験について標準化することでアレルギ

ー疾患医療の均てん化が望まれることは社会的な意義として重要であ

る。 

関節リウマチについては、近年の治療の進歩が著しく、重症化予

防、生活の QOL 維持に向けた最新のエビデンスに基づく診療ガイドラ
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インの作成や就労に関する現状評価等の研究、妊娠や小児リウマチ性

疾患の移行期等これまで行き届かなかったライフステージにおける課

題を抽出し、移行期医療に関する診療支援は社会的価値が高い。 

効率性

の観点

から 

本研究事業の研究採択は事前評価委員会の評価によって決定され

る。また研究の進捗状況を評価する中間評価委員会の評価を研究者へ

フィードバックすることで、効率的な研究事業の継続実施を図ってお

り、適切に採択、管理にて計画的に成果をあげている。 

国の整備しているアレルギー疾患医療提供体制に連携した研究課題

は、連携構築という観点からは効率が良いと考える。 

有効性

の観点

から 

免疫アレルギー疾患は小児から成人まで、かつ多臓器に症状がわた

ることから、これらを縦断的・横断的に研究し、各々の要素がどのよ

うに関連しているかを明らかにすることで問題解決を目指している。 

「免疫アレルギー疾患研究 10 か年戦略」を推進するためにも、日本に

おける免疫アレルギー疾患に関する研究の進捗状況や必要な研究施策

を検討する研究班において、有効性の高い研究施策を検討して実施体

制を整備している。 

また、研究者は我が国における免疫アレルギーの臨床・基礎研究の

いずれも専門性の高い医師であり、各研究課題の目標を達成する能力

ならびに専門家同士の連携力が高い。 

アレルギー疾患については今後、基本指針に基づいたアレルギー疾

患医療提供体制に対しても研究成果が反映されると思われる。リウマ

チ性疾患においても、診療ガイドラインや移行医療、患者視点での支

援によって、様々なアンメットニーズを解決する成果になると思われ

る。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

アレルギー疾患の疫学研究については、全国的な有病率について把握するこ

とはできたが、各年齢層、また疾患のオーバーラップに関する検討などはでき

ていないこと、またアレルギー疾患医療拠点病院との連携した継続的な疫学研

究、NDB を用いた新しい視点での開始が望まれる。 

食物経口負荷試験も標準化によって、全国で同一のプロトコールを用いた診

療をすることは医療の均てん化に貢献するが、安全性や重症リスク因子予測な

どは標準化プロトコールを用いたレジストリ構築が必要である。 

診療ガイドラインについても、近年、様々な治療選択ができるようになった

結果、疾患の層別化に基づく治療が必要となっており、それを解決するため、

関連学会と連携した研究の推進が必要である。研究 10 か年戦略を実装において

国際競争力を高めるため、さらに若手研修者間の連携やコラボレーションを深
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めるとともに情報発信だけではなく、人材育成の観点からも推進していく必要

がある。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

アレルギー疾患対策に必要とされる

大規模疫学研究に関する研究（平成

29 年度～令和元年度） 

疫学報告書 

（アレルギーポータルに掲載） 

 

アレルギー疾患における標準治療の普

及と均てん化に向けた研修プログラム

の開発研究（平成 29～令和元年度） 

食物アレルギーの手引き Q&A 

 

免疫アレルギー疾患対策に関する研

究基盤の構築の研究（平成 30 年～） 

若手免疫アレルギー疾患研究者によ

る次世代タスクフォース（ENGAGE-

TF）の HP 

 

小児期および成人移行期小児リウマ

チ患者の全国調査データの解析と両者

の異同性に基づいた全国的「シームレ

ス」診療ネットワーク構築による標準

的治療の均てん化の研究（平成 29～令

和元年度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「生活習慣病・難治性疾患等総合研究事業」 

研究事業名 
移植医療基盤整備研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 45，912 9 5 

平成 30 年度 43，556 8 6 

令和元年度 38, 081 8 6 

 

３．研究事業の目的 

造血幹細胞移植や臓器移植といった移植医療は、患者にとっては根治を目指

すための重要な治療法であり、さらにその一方で第三者であるドナーの善意に

基づいた医療でもあるという特殊な医療である。そのため本研究事業は患者・

ドナー双方の立場からみた適切な移植医療の推進のための社会的基盤の構築を

目指す。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

１．造血幹細胞移植領域 

● 非血縁者間末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の効率的提供と至適な利

用率増加につながる実践的支援体制の整備（平成 29 年度-令和元年度） 

・ 非血縁者間末梢血幹細胞移植におけるＡＴＧ（抗胸細胞グロブリン）の有用

性を示したことは今後の末梢血幹細胞移植推進に期待できる。 

・ 末梢血幹細胞移植を振興するに当たっての現在の問題点を正確に把握し、班

構成員の連携の下に解決しつつあることは評価できる。 

● 効率的な臍帯血確保とエビデンスに基づいた臍帯血ユニット選択基準の再評

価による臍帯血資源の有効利用法の確立（平成 30 年度-令和２年度） 

・ 臍帯血の採取における、採取手技の手順や産婦人科医療機関における体制と

いった、採取に関する調査を行い、各産婦人科医療機関から得られた臍帯血の

保存実績と比較した。この結果は、適切な臍帯血採取手技の確立に今後活用さ

れる。 
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・ 全国移植データを用いて、移植を安全に進めるために最低限必要な細胞数の

検証を行った。その結果を基に、同じく全国データを用いた機械学習モデルに

よる解析法による検討につなげる予定である。 

●  骨髄バンクドナーの環境整備とコーディネートプロセスの効率化による造血

幹細胞移植の最適な機会提供に関する研究（平成 31 年度-令和３年度） 

・ 骨髄バンクコーディネート期間の短縮とドナープールの質向上による造血幹

細胞移植の最適な機会提供を実践するために、ドナーアンケートを行い、終了

ドナーが提供しなかった理由などが明らかになった。 

・ 終了ドナーの理由の一つとして「仕事の都合」が 43%と最も高いことがわか

り、ドナー休暇制度が導入されている企業について調査を行った。今後の普及

啓発等に活用される。 

 

２．臓器移植領域 

● 脳死下・心停止下における臓器・組織提供ドナー家族における満足度の向上

及び効率的な提供体制構築に資する研究(平成 29 年度-31 年度) 

・ 平成 30 年度末までに患者搬送から臓器摘出まで全ての過程を網羅した脳死

下臓器提供の経験のない施設にも理解しやすいマニュアルである「臓器提供ハ

ンドブック」を発刊した。 

・ 提供施設が脳死下臓器提供事例の検証のために提出する「脳死下臓器提供に

関する検証資料フォーマット」を改訂した。 

・ 救急診療において、意識障害を伴うような重篤な患者、またその家族に対し

て入院時から関わり、救命困難となった場合に、患者家族に寄り添いながら、

臓器提供も含む患者家族の希望を聞き取り、診療チームやその他の専門職との

橋渡しを行う医療スタッフの養成プログラムを作成し、講習会を実施した。 

● 小児からの臓器提供に必要な体制整備に資する教育プログラムの開発（平成

30 年度-令和 2 年度） 

・ 小児からの臓器提供の経験がある施設へのヒアリングを行うことで課題抽出

を行い、小児からの臓器提供の実際をわかりやすく解説した事例集の作成を行

っている。 

・ 臓器移植について、若年時から自分ごととして考えてもらう機会が増えるよう

に、中学校の教員が臓器移植を教育の題材として使用する際のツールとして、指

導案、ワークシート、ホームページの作成を行った。 

● ５類型施設における効率的な臓器・組織の提供体制構築に資する研究（平成 31

年度-令和３年度） 

・ 現在ドナー評価・管理を行っているメディカルコンサルタント制度や、5 類

型施設におけるドナー評価・管理の現状を調査し、問題点を抽出した。その結
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果に基づいた、ドナー評価・管理マニュアルや摘出手術中管理マニュアルを作

成した。 

・ 臓器提供者家族サポートの体制の現状を調査し、現時点で実施可能な支援体

制を構築した。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

－ － － － － － － － － － 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

臓器移植については、平成 22 年の改正臓器移植法の施行により可能

となった家族承諾による臓器提供について、体制整備に必要な知見を

収集することが重要である。造血幹細胞移植では、平成 26 年１月に定

められた「造血幹細胞の適切な供給の推進を図るための基本的な方

針」では、造血幹細胞に関連した基礎研究や、臍帯血を用いた新たな

医療技術の開発の促進が規定された。さらに、いずれの領域について

も、複雑で難易度の高い医療であるとともに、第三者であるドナーの

善意を最大限尊重する必要がある、という観点からも、通常の医療以

上に良好な治療成績を達成し、レシピエント・ドナー双方の安全性確

保のための方策を確立する必要があることから、本研究は重要であ

る。 

効率性

の観点

から 

本分野の対象となる患者は、他分野と比較して多くはないため、全

国の各移植医療関係施設間で共同して研究を行うことや、医療施設の

みならず各バンクやドナーコーディネートを担当する施設・ネットワ

ークなども協働することにより、現場の実態を踏まえた効率的な研究

が行われているとともに、研究成果について速やかに共有されている

ことが評価され、今後も期待される部分である。 

有効性

の観点

から 

これまでに骨髄バンクコーディネート期間の短縮とドナープールの

質向上に関する研究、効率的な臓器提供体制の構築、より侵襲の少な

い移植技術の開発等により、移植医療分野に大きく貢献してきたとこ

ろである。現在、近年増加している臍帯血移植において効率的に質の

よい臍帯血の提供体制構築を目指した研究や、職場等の理解を得るこ

とが困難であるためドナーを辞退される方が多い現状に対して造血幹
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細胞をより提供しやすいよう環境整備を行うための研究、効率的な臓

器・組織提供が推進されるために臓器提供のプロセスにおける適正な

医療を実施することに加えて、業務の効率化を図る研究なども継続さ

れており、我が国固有の課題に即した政策提言に向けた知見やマニュ

アル・ガイドライン作成や改正などの研究成果が得られている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

移植医療分野は､第三者であるドナーとの関わりが必須である特殊な医療で

あり、移植医療の社会的基盤の構築は今後も大きな課題である。 

造血幹細胞移植分野では、非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植において、

令和３年度からは骨髄移植等と比べて、患者登録から移植までに要する待機

期間が著明に短く、移植後長期合併症も少ない移植法である臍帯血移植の実

成績向上を目指した研究を行い、患者がより適切な時期に移植を受ける機会

が増えるための政策に向けた研究を検討する方針である。 

臓器・組織移植領域では、これまで、臓器提供に係る全工程を網羅し、臨

床の実際を考慮した医療関係者向けのマニュアルの整備、選択肢提示を行う

際の人材養成プログラムの検討等を行ってきた。令和３年度からは、小児の

臓器提供をより円滑に進めることができる体制構築・環境整備を行う。現

在、限られた施設で行われている小児の臓器提供を、全国のより幅広い施設

において、患者やその家族の臓器の提供に関する意思を尊重し、適切かつ円

滑に行われるような医療体制を確立することが期待される。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

効率的な臍帯血確保とエビデンスに

基づいた臍帯血ユニット選択基準の再

評価による臍帯血資源の有効利用法の

確立についての研究（平成 30 年度～

令和 2 年度） 

 

 脳死下・心停止下における臓器・組織

提供ドナー家族における満足度の向上及

び効率的な提供体制構築に資する研究

(平成 29 年度～令和元年度) 
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産婦人科医院における、お母さん向け

のプロモーション用の動画資材を作成 

第 50 回厚生科学審議会疾病対策部会臓

器移植委員会資料より抜粋 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害対策研究分野」 

研究事業名 
慢性の痛み政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局難病対策課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 50,000 1 1 

平成 30 年度 50,000 1 1 

令和元年度 76,390 3 3 

 

３．研究事業の目的 

慢性の痛みに対する痛みセンターを中心とした診療体制を構築・充実させ、

さらに地域医療との連携を行い、慢性の痛み医療を全国に均てん化を図り、疼

痛医療の水準を向上させる。また、痛みセンターでの診療に関するレジストリ

を活用した慢性の痛みに関するガイドライン等の作成等を行う。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

１）集学的診療体制の構築   

痛みセンターでのチーム診療体制を構築し、令和元年度には 23 施設で集学的痛

み診療を実施した。また、平成 29 年度から開始された、痛みセンターと地域の

医療地域において適切な慢性疼痛の診療を受けられる体制を構築するための「慢

性疼痛診療システム構築モデル事業」（令和元年度は 8 箇所）と連携し、ネット

ワーク作りを推進した。（「慢性疼痛診療システムの均てん化と痛みセンター診

療データベースの活用による医療向上を目指す研究」） 

２）ガイドライン 

平成 30 年に作成した慢性疼痛治療ガイドラインの普及と共に、慢性疼痛診療ガ

イドラインの作成に着手、CQ を確定した。（「慢性疼痛診療システムの均てん化

と痛みセンター診療データベースの活用による医療向上を目指す研究」） 

３）慢性痛患者の就労状況、就労時の治療状況等の実態調査 

企業における慢性痛患者の就労状況の実地調査及び結果解析、就労支援を実施す

る機関での慢性痛患者の治療と復職状況に関する調査を実施した。（「慢性の
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痛み患者への就労支援/仕事と治療の両立支援および労働生産性の向上に寄与

するマニュアルの開発と普及・啓発」） 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

－ － － － － － － － － － 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

多くの国民が抱える慢性の痛みがＱＯＬの低下を来す一因となって

いるという背景から、「今後の慢性の痛み対策について（提言）」

（平成 22 年 9 月）に基づき総合的な痛み対策を遂行している。 ニッ

ポン一億総活躍プランや骨太の方針に慢性疼痛対策が取り上げられて

おり、その一層の充実が求められている。平成 29 年度から、慢性疼痛

診療システム構築モデル事業を実施しており、そのエビデンス等を用

いて、地域での慢性疼痛診療体制の構築、充実化を進め、また、全国

への均てん化を進める必要がある。 

効率性

の観点

から 

神経や筋骨格系の器質的な面だけでなく、心理的・社会的な要因も

関与する慢性疼痛患者に対して、診療科横断的に、臨床心理士や理学

療法士なども含む多職種連携体制で、認知行動療法を含めた多角的な

アプローチにより診療をおこなう痛みセンターを構築してきた（平成

31 年４月現在計 23 箇所）。 

痛みセンターでの診療効果が特に期待できる疾患や病態の患者群を

抽出し、また、痛みセンターでの診療に関するエビデンスを集積する

など、痛みセンターとの連携により効率的に慢性疼痛治療ガイドライ

ンが作成された（平成 30 年）。このガイドラインの普及を図るととも

に慢性疼痛診療ガイドラインの作成に着手しており、効率的・効果的

な慢性疼痛診療が期待される。 

有効性

の観点

から 

痛みセンターを中心とした慢性疼痛診療システムが普及すること

で、慢性疼痛の早期診断、早期治療が可能となり、また、より身近な

医療機関で適切な医療を提供できる。また、認知行動療法が有効な場

合では、患者の QOL が改善し、職場復帰が可能となるケースもあり、

医療経済的な貢献が期待できる。 
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６．改善すべき点及び今後の課題 

痛みセンターでの診療に関するレジストリを構築・利活用することで、痛みセ

ンターにおける慢性疼痛診療のエビデンスを速やかに蓄積し、主要関連学会か

ら承認された慢性疼痛診療ガイドラインの作成をすすめる予定である。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

慢性の痛み患者への就労支援/仕事と

治療の両立支援および労働生産性の 

向上に寄与するマニュアルの開発と

普及・啓発（令和元年度～令和３年

度） 

 

慢性疼痛診療システムの均てん化と痛み

センター診療データベースの活用による

医療向上を目指す研究（令和元年度～令

和３年度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害等対策研究分野」 

研究事業名 
長寿科学政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省老健局総務課 

関係部局 厚生労働省老健局老人保健課 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 60,207 12 8 

平成 30 年度 60,207 31 11 

令和元年度 382,077 24 15 

令和元年度の予算額、採択件数は、当初予算（82,077 千円、14 件）及び内閣府官民研究開発投資拡大

プログラム（Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM： PRISM）からの配分額

（300,000 千円、1 件）の合算である。 

３．研究事業の目的 

本研究事業では、効果的・効率的な介護予防事業等の施策実施や高齢者の状

態に応じた適切な介護サービスの提供と介護保険制度の持続可能性を高めるた

め、地域包括ケアシステムの構築・維持に資する研究を推進する。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

○「在宅医療・介護連携の質に関する評価ツールの開発と検証（研究代表者：

福井小紀子）」(平成 30 年度～令和元年度)【参考図１】 

 在宅医療・介護連携推進事業については、平成 30 年度から全ての市町村

で実施されており、介護保険事業計画に基づき当該事業が効果的に実施でき

るよう「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.2（平成 29 年 10 月作

成）」の活用を通達している。当該事業の施策評価については、地域におけ

る資源の差等により、評価の観点が多様となることから、本研究において

は、連携等の程度を市町村自らが評価する手法の開発と検証に取り組んだ。 

・ 令和元年の社会保障審議会介護保険部会において「医療と介護の連携を一

層推進するためには、国や都道府県による市町村支援の充実を図ることが必

要である」との意見が同年 12 月に取りまとまり、当該事業の見直しが求め

られたことを受け、上記手引きの改訂を行った。この際、本研究成果の一部

が評価指標等として活用された。（完成した手引きは、「介護保険の地域支
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援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて」（老老発

0902 第１号）厚生労働省老健局老人保健課長通知として発出。） 

 

○「エビデンスを踏まえた効果的な介護予防の実施に資する介護予防マニュア

ルの改訂のための研究（研究代表者：荒井秀典）」(令和元年度～令和２年

度)【参考図２】 

・ 介護予防事業は、介護保険事業計画のもと全ての保険者において、介護予

防マニュアルを参考として、地域の実状に応じた取組が展開されている。

「骨太の方針 2019」では、保険者（市町村）や当該地域の都道府県の役割が

重要とされ、令和３年度からの第８期介護保険事業計画において、最新のエ

ビデンスに基づいた PDCA サイクルに沿った介護予防事業の取組の推進が求

められた。本研究においては、運動機能、口腔・栄養管理など、複数の領域

ごとに介護予防に資するエビデンスの整理がなされ（研究１年目）、その成

果は老健局が開催した「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」に

て一部公表され、政策決定のための検討材料として活用された。 

 さらに、令和２年度（研究２年目）には、前述の検討会報告を踏まえ、本

研究成果を反映させた介護予防マニュアル改訂版を作成中である。これによ

り、最新のエビデンスに基づいた介護予防事業の推進が期待される。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

0 40 18 0 66 12 0 0 0 1 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

健康長寿社会の実現に向け、介護保険法を含む制度の見直しがきめ

細やかに行われる中で、本研究事業においては、地域包括ケアシステ

ムの維持・構築に向けたエビデンス構築のための研究が推進されてい

る。本研究事業の成果は、検討会における政策決定の議論に活用され

たほか、自治体が各種取組を行う上で参考とする手引き等の改訂にお

いても活用されており、その意義は高い。介護関連政策の決定及び政

策の推進に資する成果を創出しているという点で、本研究事業は行政

課題に対応するものであり、その必要性は高い。 
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「骨太の方針 2019」では、高齢者一人一人に対し、フレイルなどの

心身の多様な課題に対応したきめ細やかな保健事業を行うため、運

動、口腔、栄養、社会参加などの観点から市町村における保健事業と

介護予防の一体的な実施の推進、高齢者の通いの場の活用など、介護

予防の取組のさらなる推進に向け、介護保険制度の保険者機能強化推

進交付金の抜本的強化を図ることとされた。本研究事業は、当該方針

を踏まえた形で実施されており、さらなる政策推進のためにも一層の

充実が必要である。 

効率性

の観点

から 

本研究事業は、既存の予算事業や、AMED で実施する研究事業との重

複がないよう整理がなされた上で実施されている。政策に反映できる

質の高いエビデンスを創出できるよう、事前評価委員によって計画・

目標・実施体制などの妥当性を踏まえた上で審査、採択されており、

事業開始後も研究班会議への担当官の参加や研究代表者との連絡を通

して定期的に進捗管理を行った。継続中の課題についても、目的とす

る成果に向けて必要な研究体制が整っていると評価できる。それら取

組の結果について、毎年中間・事後評価委員会での評価によって第三

者による進捗管理を行っている。 

また、各研究は専門性をもった研究者で実施され、関係団体等の研

究協力者により適切なサポートが行われる体制としており、効率的な

実施が図られている。 

有効性

の観点

から 

本研究事業の成果により、第８期の介護保険事業計画の始期に合わ

せて、エビデンスに基づく自治体向けの手引き等を作成できたこと

は、行政施策の実施主体である保険者（自治体）の円滑な事業実施に

つながることからもその有効性は高い。また、昨今の自然災害等によ

る介護保険施設等の被災状況を鑑み、被害状況が早期に把握できる情

報入手システムを開発し（平成 30 年度終了）、実運用へ向けた研究

（令和元年度～２年度）へと繋げ、令和３年度以降はシステム運用の

ため予算事業化が図られるなど、研究成果の行政施策への還元が着実

になされている点も高く評価できる。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

本研究事業では、当初の目的及び計画に沿って取組を実施できた。今後留意

すべき点としては、介護領域における介入手法の標準化や介護の質の評価につ

いては、エビデンス整理や指標開発等の取組がなされてきたところであるが、

現時点では、関係者間で一致した見解が十分に得られておらず、社会保障審議

会の場等で引き続き議論がなされている段階にある。本研究事業においては、
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科学的な視点から研究を実施するのみならず、今後の審議会等での議論や最新

の制度改正等も踏まえた上で引き続き取組を行う必要がある。 

 

  



 

67 
 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

<参考図１：在宅医療・介護連携推進  <参考図２：研究成果の一部を一般               

事業の手引き（Ver.3） >       介護予防事業の検討回で報告> 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害等対策研究分野」 

研究事業名 
認知症政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 39,304 13 7 

平成 30 年度 56,291 29 11 

令和元年度 115,072 23 11 

 

３．研究事業の目的 

我が国における認知症の人の数は 2012 年で約 462 万人、2025 年には約 700 万

人前後になることが推計され、65 歳以上高齢者に対する割合は、現状の約７人

に１人から約５人に１人に上昇する見込みとされている。こうしたなか、2019

年６月には認知症施策推進大綱が策定され、「共生」と「予防」を二本柱とし

て施策を推進することとされている。本研究事業は、認知症に関する地域も含

めた現状を正確に把握し、その分析や先進的な科学研究の成果から取組の好事

例を示し、検証によりモデルを構築し、政策に活かすことを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

○「若年性認知症の人の生活実態調査と大都市における認知症の有病率及び生

活実態調査（研究代表者：東京都健康長寿医療センター粟田主一）」（平成 29～

令和元年度）では若年性認知症に関する調査が行われたが、これは認知症研究開

発事業「若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システムの開

発」（平成 29～令和元年度）を補完するものである。後者の研究では、若年性認

知症の有病者数は 3.57 万人、18-64 歳人口における人口 10 万人当たり若年性認

知症者数（有病率）は 50.9 人と推計された。前者の研究では、介護保険データ

を自治体より入手し、「認知症高齢者の日常生活自立度」II 以上を基準とする若

年性認知症の有病率は、40-64 歳人口における人口 10 万人当たり 159.19 人と推

計された。日本のいくつかの地域における緻密な調査から全国における有病率を

推計することにあわせて、介護保険データを用いて全国における認知症有病率を



 

69 
 

推定することは、相互に補完するという意味で重要な意義がある。これらのデー

タは研究代表者によりプレスリリースされたと同時に、全国介護保険担当課長会

議でも報告され、次年度予算の検討などに当たって基礎資料として利用された。 

 

○「一億総活躍社会の実現に向けた認知症の予防、リハビリテーションの効果

的手法を確立するための研究（研究代表者：広島大学大学院医学系研究科岡村

仁）」（平成 29～令和元年度）では、開発された運動・認知トレーニングを在宅

通所施設利用者の中の認知症者および軽度認知症者に対して施行し、3 ヶ月間追

跡したところ、認知機能・介護負担度で有意な改善を認めた。これらの結果から

は、認知症の悪化予防にリハビリテーションが有効であることが示唆された。 

 

○「認知症の予防と認知症者のリハビリテーションのガイドライン作成（研究

代表者：国立長寿医療研究センター嶋田裕之）」（平成 29～令和元年度）では、

文献レビューを行い、認知機能低下と低運動量、低身体機能およびうつ傾向とに

相関性があることを示した。そして、ウオーキングをより効果的に一人でも実施

する方法としてポールウオーキングに着目し、ポールウオーキングを主体とした

運動プログラムに関してランダム化比較試験を実施し、限定的ではあるもののこ

の運動プログラムに認知機能維持・向上効果があることが示唆された。また、文

献レビューより得られたエビデンスを元に、「認知機能向上を目的とした運動介

入の手引き」を作成した。 

 

○「独居認知症高齢者等が安全・安心な暮らしを送れる環境づくりのための研

究（研究代表者：東京都健康長寿医療センター粟田主一）」 (令和元～令和３年

度)では、今後急増することが予測される独居認知症高齢者等の実態調査を行

い、認知症の人が一人で暮らしたり、認知症の人が認知症の人を介護する状況に

おいて特に起こりやすい問題の実態を明らかにすることを目的としている。初年

度の結果としては、独居認知症高齢者の終末期及び死に関する調査研究は十分に

行われておらず、認知症のある人の QOL に影響を与える要因は、➀環境要因、②

心理要因、③身体要因、④社会要因に分類され、独居でケアの必要な高齢者の生

活実態は多様であり、それらを踏まえた支援の拡充が必要であることが示唆され

た。 

②   目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし。 

 
 
 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 



 

70 
 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

3 15 1 0 21 6 0 0 0 0 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本事業において、若年性認知症に関する有病率調査が行われたが、こ

れは各自治体が、次年度予算の検討などに当たって基礎資料として利用

された。また、認知症に対するリハビリテーションの効果を確認するた

め研究では、運動および認知機能トレーニングの効果を評価し、ポール

ウオーキングを主体とした運動プログラム等において認知機能維持・向

上効果があることが示唆された。また「認知機能向上を目的とした運動

介入の手引き」も作成された。そして、独居認知症高齢者等が安全・安

心な暮らしを送るための調査も行われている。このように、本研究事業

は、認知症施策推進大綱において施策の柱となる共生と予防に向けた研

究が行われているという意味で、必要性は高い。 

効率性

の観点

から 

本研究事業においては、政策に反映できる質の高いエビデンスを創

出できるよう、事前評価委員によって計画・目標・実施体制などの妥

当性を踏まえた上で審査、採択されており、事業開始後も研究班会議

への担当官の参加や研究代表者との連絡を通して定期的に進捗管理を

行った。継続中の課題についても、目的とする成果に向けて必要な研

究体制が整っていると評価できる。さらに毎年中間・事後評価委員会

での評価によって第三者による進捗管理を行っている。 

さらに、各研究等においてシステマティックレビューを実施する等

の手法によって既存の蓄積されたエビデンスを研究計画に反映し、よ

り効率的に研究が推進できるように配慮している。 

有効性

の観点

から 

本研究事業は認知症施策推進大綱における「共生」と「予防」に向

けて施策を策定していく上で基礎となる重要なものである。若年性認

知症の有病率を含む実態調査、予防に向けたリハビリテーションの介

入効果の検討、共生のための独居認知症高齢者の実態調査など、施策

の推進に向けた調査研究を行い、一定の成果をあげている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

本研究事業においては政策上の課題を解決するため科学的に質の高い方法論

による調査や検証を推進してきており、令和元年度からは独居認知症高齢者等

の実態調査や看護・介護手法開発のための研究、令和２年度からは認知症施策



 

71 
 

の効果を評価・課題抽出のための調査や認知症家族の負担軽減を目指した研究

を開始している。 

認知症の人の急増に伴い、医療、介護、福祉における認知症に関連した課題

も増加しており、今後も認知症施策を進める上で行政的・社会的に優先順位の

高い課題を厳選し、必要に応じて研究内容や方向性の見直しを行うことによっ

て効率的に研究を推進する必要がある。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

「若年性認知症の人の生活実態調査と大都市における認知症の有病率及び生

活実態調査」（平成 29～令和元年度）に関して、全国介護保険担当課長会議に

おいて報告。 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害対策研究分野」 

研究事業名 
障害者政策総合研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

関係部局 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興

室、障害福祉課、精神・障害保健課 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 408,991 50 43 

平成 30 年度 475,883 43 42 

令和元年度 539,523 42 38 

 

３．研究事業の目的 

わが国の障害者数は人口の約 7.6％に相当するとされており、障害者数全体は

増加傾向にある。また、在宅・通所の障害者が増加し、障害者の高齢化も進ん

でいる。その現状を鑑み、平成 25 年に施行された障害者総合支援法の理念を踏

まえ、障害者がその障害種別を問わず、地域社会で共生できることを目的とし

て実施されている多様な障害福祉施策について、エビデンスを踏まえた立案や

実施ができるよう研究事業を実施する。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

「聴覚障害児に対する人工内耳植込術施行前後の効果的な療育手法の開発等に

資する研究」（令和元年度～令和３年度）の令和元年度研究においては、我が国

の聴覚障害児の療育の問題点抽出と改善策の検討のため、研究組織で意見を抽出

して 28 のクリニカルクエスチョン（Clinical question: CQ）を作成し、研究分

担者、協力者のメンバーを専門領域により振り分け、各 CQ 担当グループを作

り、それぞれで広範な文献検索を行った（Systematic review: SR）。その結

果、ガイドライン作成に必要な 15 の CQ と 13 の解説項目を確定し、各グループ

で抽出した文献のエビデンスレベルに従い、推奨を検討して各 CQ の回答を出

し、これらをもとに「難聴幼少児の療育ガイドライン」を策定する作業を行っ

た。 
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平成 31 年 3 月、厚生労働大省及び文部科学省の副大臣の下「難聴児の早期支

援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」において、令和３年度

には難聴児の早期療育に係る多職種連携ガイドライン等を作成することとされて

おり、この研究の「難聴幼少児の療育ガイドライン」が今後活用されると考え

る。 

 

 「高次脳機能障害の障害特性に応じた支援マニュアルの開発のための研究」

（平成 30 年～令和元年度）においては、高次脳機能障害者への支援の実態に関

するアンケート調査及びヒアリング調査を実施し、障害福祉サービス等の利用実

態が明らかにされた。また、障害福祉サービス等の実態を踏まえた支援手法が検

討され、「障害福祉サービス等事業者向け高次脳機能障害支援マニュアル」が開

発されたため、今後、障害福祉サービス等の事業所で活用されると考える。 

 

「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」（令和元年度～

令和３年度）の令和元年度の研究においては、地域精神保健医療福祉制度の充実

を図るにあたり、精神障害者が地域で安心して自分らしく生活できるようにする

ため、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築の好事例について自治体

や医療機関へのヒアリングを実施し、好事例分析に基づき包括ケア構築のための

手引きの改訂作業を行った。 

また、包括的支援マネジメントの効果についての調査結果は、中央社会保険医

療協議会における精神科外来の多職種による相談・支援等の診療報酬上の評価の

検討に資する資料として活用された。 

 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進のための研究」

（令和元年度～令和３年度）においては、精神障害者における外来・在宅医療

（ICT の活用も含む）、精神科救急医療及び医療観察法に関する体制整備、認知

行動療法等の心理療法を推進するための検討を行う。それを踏まえて、精神科医

療機関の連携状況、訪問支援の状況等の精神障害者に対する地域での障害福祉サ

ービス提供等のアウトカムを客観的に評価し、体制整備の推進に寄与する。 

 

精神科救急医療における質向上と医療提供体制の最適化に資する研究（令和元年

度～令和３年度）においては、精神科救急入院料病棟入院症例の重症度を把握す

るスコアリングが開発され、今後精神科救急医療における患者像の評価について

検討された上で医療提供体制の最適化に関する具体的方法の提示に活用される。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた障害福祉サービス

等の推進に資する研究」では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
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築に向けた障害福祉サービス等の活用についてエビデンスを得るべく、令和２年

度における調査を実施するための調査体制の検討が行われたが、調査手法等につ

いてさらなる検討が必要である。 

 
 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

11 38 66 0 133 10 0 0 0 1 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

身体・知的・感覚器等障害分野では、難聴幼少児の療育ガイドライ

ンを策定する作業が行われており、ガイドラインの重要要素である CQ

や解説の多くの部分で順調に成果が出つつある点や、障害福祉サービ

ス等の事業所における高次脳機能障害者の利用実態が把握された点

等、行政的意義の高い成果が得られた。 

精神障害分野では、地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進す

るために自治体が活用できる手引きの改訂作業を実施する等必要性の

高い研究が行われた。 

以上のとおり、障害福祉施策の更なる推進に向け、必要性の観点か

ら見て有効な研究が行われている。 

効率性

の観点

から 

身体・知的・感覚器等障害分野では、聴覚障害児に対する効果的な

療育手法の開発等に資する研究において、小児難聴や人工内耳の分野

で活躍している専門家が参画し、様々な領域の専門家が協力体制を築

いており、目標・達成管理の観点からも妥当である。 

また、高次脳機能障害の障害特性に応じた支援マニュアルの開発の

ための研究においては、分担研究者や研究協力者のネットワークか

ら、調査に有効と考えられるエリアを抽出して調査を実施できたこと

は効率的である。 

精神障害分野では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを

進める実施主体となる医療機関や自治体へのヒアリングをもとに手引

きの改訂作業を実施しており、目標・達成管理の観点から妥当であ

る。また、精神科病床の国際比較を行うにあたり、英国の National 

Health Service からデータ提供を受け、二国間の精神科病床の定義を
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概ね統一した上で比較を行っており、研究開発の手段やアプローチの

妥当性の観点から妥当である。 

以上のとおり、障害福祉政策の更なる推進に向け、効率性の観点か

らも有効な研究が行われている。 

有効性

の観点

から 

身体・知的・感覚器等障害分野では、聴覚障害児に対する効果的な

療育手法の開発等に資する研究において、本研究によるガイドライン

の完成により、難聴児とくに先天性高度難聴児の効率的な療育システ

ムが確立され、難聴児に対して時機を逸することなく補聴器や人工内

耳などの手段で音声言語が獲得できる可能性が高まる。また、高次脳

機能障害の障害特性に応じた支援マニュアルの開発のための研究にお

いて開発した「障害福祉サービス等事業者向け高次脳機能障害支援マ

ニュアル」は、障害福祉サービス等の事業所における人材養成に活用

できる点で有効性が高い。 

精神障害分野では、４（１）に挙げた包括ケア構築のための手引き

の改訂により、精神保健福祉施策の推進に寄与した。 

以上のとおり、障害福祉施策の更なる推進に向け、有効な研究が行

われている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

「聴覚障害児に対する人工内耳植込術施行前後の効果的な療育手法の開発等

に資する研究」（令和元年度～令和３年度）の令和元年度における進捗および

方向性は良好であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、次年度の

海外視察や研究の周知、啓蒙方法に影響がでてくる可能性があるため、今後の

研究の方向性について慎重に検討する必要がある。 

精神障害分野では、令和２年度は「医療機関における多職種連携等及び地域

における居住の確保等による継続的な地域生活支援に関するモデル事業」実施

自治体および医療機関において効果検証を実施しており、令和３年度は効果検

証の結果を踏まえ精神科外来機能強化に関する提言を行う予定である。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

「高次脳機能障害の障害特性に応じた支援マニュアルの開発のための研究」

（平成 30 年～令和元年度）において開発した「高次脳機能障害支援マニュア

ル」 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害等対策研究分野」 

研究事業名 
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研

究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局結核感染症課 

関係部局 厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 249,681 38 34 

平成 30 年度 281,510 59 56 

令和元年度 353,500 35 33 

 

３．研究事業の目的 

治療薬の発達や予防接種の普及によって、一時は制圧されたかに見えた感染

症は、新興感染症・再興感染症として今なお猛威をふるう可能性を有してい

る。 

本研究事業では、今般の新型コロナウイルス感染症への対応に加え、今後、

国内での発生が危惧される新興・再興感染症に対して、科学的なエビデンスに

基づいた政策を推進するための研究や適正かつ継続的な予防接種政策を行うた

め、有効性・安全性及び費用対効果に関する評価・情報提供に関する研究を実

施している。  

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

○「新型インフルエンザ等の感染症発生時のリスクマネジメントに資する感染症

のリスク評価及び公衆衛生的対策の強化に関する研究（平成 29～令和元年度）」

において、パンデミック発生初期の症例情報の収集システム FFHS（Fast Few 

Hundreds System）について、患者発生の演習システムの追加に向けた設計と構

築を進めた。また、令和２年１月より中国に端を発した新型コロナウイルス感染

症が拡大しつつあったため、急遽年度終盤でシステムの項目などを新型コロナウ

イルス感染症に使用できるように改修を行った。NCDA（National Hospital 
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Organization Clinical Data Archive）データを抽出し、解析を行った結果、

2018/2019 シーズンではゾフルーザの処方量が増大していたことが示された。 

○「我が国で開発され、備蓄されている細胞培養痘そうワクチンの有効性,安全

性,生産性向上および国内外のバイオテロ対策のあり方に関する研究（平成 29 年

度～令和元年度）」において、バイオテロ対策に関する国際動向の調査と国内対

応のあり方を検討しつつ、バイオテロ対策ホームページのアップデートとバイオ

テロ対策支援方法の検討を進めた。 

○「薬剤耐性（AMR）アクションプランの実行に関する研究（平成 29 年度～令和

元年度）」において、医療機関での AMR 対策に活用できる指標を検討し、それら

を収集・分析できるツールとして J-SIPHE（Japan Surveillance for infection 

Prevention）の運用を開始した。高齢者施設の医療関連感染症および抗菌薬使用

の調査を行い、現状確認し、抗菌薬適正使用の土台を構築した。また、販売量を

利用した国の抗菌薬使用量のモニタリングにより、抗菌薬販売量の減少やその経

済効果を明らかにした。 

②   目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

52 90 19 3 175 48 0 0 8 141 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本研究事業は、個別の研究課題の成果を通じて、我が国の総合的な

感染症対策に寄与しており、全体的評価は高い。例えば、感染症サー

ベイランスは、我が国の感染症対策を行う上で、発生動向の迅速な把

握や対策の有効性の評価に非常に重要である。感染症サーベイランス

に関する緩急は、国民の生命を守る上で重要であり、その改善や集め

られたデータの利用促進に資する研究を継続的に行う必要がある。ま

た、平成 26 年４月に策定された予防接種基本計画に基づく優先度の高

いワクチンについて費用対効果に関する検討を行うことや、既存のワ

クチンについての有効性・安全性等を評価することは、予防接種施策

の推進に資するものとしても有効な研究である。 

効率性

の観点

から 

本研究事業は、数ある行政課題の中から、優先的に検討すべき課題

を抽出し検討の対象としており、研究の目標や計画についても、行政
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課題を解決するために最も効率が良いように設計してある。これらの

ことから、本研究事業は効率性が高いと評価できる。 

有効性

の観点

から 

研究者の能力や研究の進捗についても、評価委員会で厳正な審査を

行っており、全体として良い評価が得られている。これらのことか

ら、有効性の高い研究が行われて降り、社会的な貢献が大きいものと

評価できる。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

○パンデミック発生当初には、疑わしい症例が多数発生し、それらは一例ずつ

検査にて確定をした上で接触者対策に結びつけていく必要があり、医療機関や

行政機関が混乱することを防ぐため、効率的な体制を整備する必要がある。

「新型インフルエンザ等の感染症発生時のリスクマネジメントに資する感染症

のリスク評価及び公衆衛生的対策の強化に関する研究（平成 29～令和元年

度）」において、パンデミック初期に効率的に疑い例、確定例を管理できるシ

ステムの検討を進めた。今後、今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏ま

え、新興再興感染症対策に活用するべく検討を進めていく必要がある。 

○「我が国で開発され、備蓄されている細胞培養痘そうワクチンの有効性,安全

性,生産性向上および国内外のバイオテロ対策のあり方に関する研究（平成 29

年度～令和元年度）」において、G20 大阪サミット 2019 が 2019 年 6 月に開催に

関連する不足の事態に備えた対策の一つとして貢献した。2021 年７月に東京オ

リンピック・パラリンピック開催を控えており、バイオテロ対策課題の検討を

継続する必要がある。 

○薬剤耐性菌が世界中に拡大し問題となっている中で、わが国は 2016 年 4 月に

「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」を発表した。「薬剤耐性（AMR）ア

クションプランの実行に関する研究（平成 29 年度～令和元年度）」において、

薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの目標達成のために必要とされるサーベ

イランス、教育啓発の手法開発、AMR の医療経済的影響について研究を行い、令

和元年度は計画の３年目であった。新型コロナウイルス感染症流行の影響で延

期となっているが、薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの改訂が計画されて

おり、引き続き研究を継続する必要がある。  
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

「薬剤耐性（AMR）アクションプラン

の実行に関する研究」（平成 29 年度

～令和元年度） 

 

「我が国で開発され、備蓄されている細

胞培養痘そうワクチンの有効性,安全性,

生産性向上および国内外のバイオテロ対

策のあり方に関する研究」（平成 29 年

度～令和元年度）

 

抗微生物薬適正使用の手引き（第二

版） 

バイオテロ対応ホームページ（厚労省） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害等対策研究分野」 

研究事業名 
エイズ対策政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省 健康局 結核感染症課 エイズ対策推進室 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 668,727 25 18 

平成 30 年度 648,784 25 21 

令和元年度 710,424 27 27 

 

３．研究事業の目的 

本研究事業は、エイズに関する研究を総合的に実施することで、新規 HIV 感染

者数を減少させ、検査を受けないままエイズを発症して報告される者の割合を

減少させるとともに、診断された HIV 感染者・エイズ患者に対して適切な医療

を提供できる体制を整えること、さらに、HIV 訴訟の和解を踏まえた恒久対策の

一環として必要な研究成果を得ることを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

・HIV 検査を受けやすい環境を整備し、HIV 検査を必要とするヒトの受検率を高

めるための普及啓発活動や検査受検に至らない理由など様々な課題を抽出し。対

策を検討し、着実に受検率への向上に努めてきたきた。 

・患者の治療成績に結びつく内容であったことが評価できる。 

・東京オリンピック開催などによる日本へのインバウンド人口の増加、外国籍

HIV 感染者の増加など感染拡大要因が増加しており、本研究の重要性が高まりつ

つある。外国人に対する HIV 検査と医療サービスへのアクセス向上について、多

言語対応のモデル構築に取り組んでいる。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

「該当なし」 
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（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

23 7 28 85 258 30 0 0 1 0 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本研究事業の成果は、平成 29 年度中のエイズ予防指針の改正に活用さ

れ、今後の予防指針の改正にも活用される。また、HIV 検査の受検率の

向上にむけた取り組み、医療サービスのアクセス向上など、国内の HIV

感染症の早期発見、適切な医療体制の構築に貢献している。 

効率性

の観点

から 

全拠点病院に対して行っている調査と、データベース（NDB）等を介し

た解析結果の整合性に関する調査を行い、データベース解析の 

有用性を評価し、今後の調査の更なる可能性を見いだした。また、我

が国の HIV 診療に関する現状の調査（通院患者数や合併症の種類や数

の集計等）も行い、今後の医療体制の在り方を検討する上で重要なデ

ータを得ることができた。 

有効性

の観点

から 

全国の HIV 陽性患者の現状を把握する調査システムが構築され、今後

のデータベース解析の有用性・可能性を見いだした。また、拠点病院

を中心とした我が国のエイズ診療の特徴（通院患者数や合併症等）が

明確になり、。今後は、より小さな医療圏でもエイズ診療が行われる

ような体制の整備を行う。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

・東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、新型コロナウイルス感染

症拡大状況に応じた HIV を含む感染症対策を検討し、効果的な予防対策を実施

する必要がある。 

・精神・心理的支援方策および臨床心理士・ソーシャルワーカー連携体制につ

いては HIV 感染症診療の提供体制との整合性の検討が重要と考えられる 

・医療の提供に関する課題として HIV 感染症診療の提供体制の評価及び改善、 

ブロック拠点病院のない自治体における中核拠点病院の機能評価と体制整備を

行う必要がある。 
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究 

（全国の拠点病院の整備） 

（令和２年度～令和４年度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「疾病・障害対策研究分野」 

研究事業名 
肝炎等克服政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課・肝炎対策推進室 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 177,141 7 7 

平成 30 年度 306,134 9 9 

令和元年度 308,635 9 9 

 

３．研究事業の目的 

肝炎対策基本法・肝炎対策基本指針の主旨に則り、国内最大級の感染症であ

る肝炎の克服に向けた対策を総合的に推進するため、基盤となる疫学研究や、

診療体制や社会基盤の整備等を目標に、肝炎に関する行政課題を解決するため

の研究を推進する。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

・職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォローアッ

プシステムの開発・実用化に向けた研究（平成 29 年度～令和元年度）において、

職域（協会けんぽ）における既存の肝炎ウイルス検査を勧奨するリーフレットを

Nudge 理論を応用し、簡易化することにより、受検率の向上につながったことから、

協会けんぽから研究班作成のリーフレットの使用依頼があり令和２年度から全支

部において、改訂された受検申込書が活用されることとなった。また、仕事と治療

の両立支援が可能であることを周知するための啓発資材の展開や、関係学会によ

る連携フォーラムが開催された。電子カルテアラートシステムの開発・普及に加

え、院内肝炎医療コーディネーターの関与が肝炎ウイルス検査陽性者の受診率や

紹介率の向上につながった。 

 

・肝炎の病態評価指標の開発と肝炎対策への応用に関する研究（平成 29 年度～令

和元年度）において、国民の肝炎ウイルス検査の受検状況の実態把握を目的に国民

調査による受検率調査を行い、平成 23 年度と比較して、累積の受検率が上昇して
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いることが分かった。また、肝炎対策の自治体事業指標や、肝疾患診療連携拠点病

院事業指標、肝炎医療指標（肝疾患専門医療機関向けを含めた）、肝硬変移行率指

標を開発し、肝炎対策の取組を評価・検証する方法を示した。開発された肝炎医療

指標調査において、拠点病院では高度な肝炎専門医療が均てん化され実施されて

いることが明らかとなった。 

 

・肝炎ウイルス検査受検から、受診、受療に至る肝炎対策の効果検証と拡充に

関する研究（平成 29～令和元年度）において、肝炎医療コーディネーターのニ

ーズを調査し作成した、コーディネーターの養成や活動を支援するマニュアル

や、他職種にコーディネーターの支援を促すハンドブックを全国展開した。さ

らにコーディネーターがアクセスできる活動支援のポータルサイトを作成し、

展開した。肝炎医療コーディネーターの活動により肝炎ウイルス検診受検後の

受療率向上に繋がる。また、患者への細やかな支援が可能となる。 

 

・肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立に関

する研究（平成 29～令和元年度）において、看護学生や病院職員を対象とした肝

炎患者に対する適切な対応等に関するアンケート調査から、肝炎等に関する認識

を明らかにした。また、肝炎で通院中の患者に対するアンケート調査により偏見や

差別の実態を明らかにし、肝炎患者のおかれた状況について考えるシンポジウム

等を開催し、偏見や差別の事例集を作成した。患者代表や法律専門家等の多職種に

よる様々な視点から問題点を抽出し、肝炎に対する正しい知識や適切な対応を自

己学習できる教材を作成した。 

 

・「肝がん・重度肝硬変の治療に係るガイドラインの作成等に資する研究」（平成 30

年度～令和４年度）において、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の普及のため、

医療機関用のマニュアル等を作成し、自治体や医療機関、保険者など関係機関に周

知するとともに、事業に係る都道府県の指定医療機関の情報を整備した。事業で収

集された臨床個人票を管理するシステムを構築した。事業に該当する患者数の推

定のために７ヵ所の肝疾患専門医療機関でパイロットスタディを実施し、結果を

踏まえて全国調査を実施した。肝がん、重度肝硬変患者の治療や長期予後等の調査

のため、ＮＣＤ（National Clinical Database）を利用した登録システムを構築

し、データを収集した。 

 

・「肝炎ウイルス感染状況の把握及びウイルス肝炎排除への方策に資する疫学研

究」（令和元年度～３年度）はわが国の肝炎キャリアの疫学情報を収集・分析して

いる。健康増進事業による受検者のキャリア率を推計し、初回供血者集団と同程度

にまで陽性率が低下していることが明らかとなった。肝炎政策立案の基盤資料と
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して活用するために、ＮＤＢ（レセプト情報・特定健診等情報のデータベース）デ

ータに基づく肝炎患者数の実態調査の解析方法を検討した。また、ＩＱＶＩＡ（医

薬品販売実績データベース）に基づく地域毎の肝炎治療の実態把握を行った。 

 

・地域に応じた肝炎ウイルス診療連携体制構築の立案に資する研究（平成 30 年

度～令和２年度）において、かかりつけ医と肝疾患専門医療機関の診療連携に関

するアンケート調査を実施し、診療連携の障壁となりうる要因を明らかにした。

モデル自治体において、妊婦健診で肝炎ウイルス検査陽性の妊婦さんへの出産前

からのフォローアップ体制を確立した。 

 

・肝炎ウイルスの新たな感染防止・残された課題・今後の対策（平成 30 年度～

令和２年度）で、一般生活者・保育施設勤務者等を対象とした肝炎ウイルスの感

染防止について学習する e-learning system を構築した。ＨＢＶワクチン接種状

況とＨＢＶ感染マーカーについて把握するためのアンケート調査を実施、集計し

た。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし。 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

5 11 22 58 44 11 0 0 2 48 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

平成 22 年１月に肝炎対策基本法が施行され、同法に基づいて平成 23

年５月に告示され、平成 28 年６月に改正された肝炎対策の推進に関す

る基本的な指針において、肝炎対策を総合的に推進するための基盤と

なる行政的な課題を解決するために必要な研究についても進める必要

がある。また、平成 24 年度を初年度として取りまとめられ、平成 28

年 12 月に中間見直しが行われた肝炎研究 10 カ年戦略においても肝炎

に関する疫学・行政研究を含め総合的に研究を推進することが盛り込

まれているため、継続的な研究が必要である。 

肝炎等克服政策研究事業は、肝炎総合対策を推進するため、受検促

進、適切な肝炎医療の推進、新たな感染の防止、偏見・差別の防止、

地域における診療連携体制の構築、肝炎対策の評価、肝炎総合対策を

長期視点からみた評価、疫学研究など、幅広く研究を実施している。 
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令和元年度に得られた研究成果により、職域における肝炎ウイルス

検査の受検率の向上や肝炎医療コーディネーターの活動を支援するこ

とで、コーディネーター介入による受診率の向上が期待できる。ま

た、肝炎対策に係る指標の評価が進んだことにより肝炎総合対策の検

証が可能となる。さらに、肝炎患者のおかれた状況についての事例集

作成によって偏見・差別に対する理解が進んだ。今後も同研究の一層

の推進が必要である。 

効率性

の観点

から 

各研究は専門性をもった研究者で実施され、研究協力者により適切

なサポートが行われている。研究班の会議には事務局から有識者を派

遣し、その都度適切な助言を行っている。成果は研究発表会で報告さ

れ、評価委員会によるヒアリングが行われ、効率性に関しても評価や

助言を受けている。関連する分野については、研究者間の相互の連携

や、研究成果発表会への各研究者の参加を案内し、他研究課題の成果

の共有を行っている。班会議には厚生労働省の担当者も参加して研究

者と連携を図っている。 

有効性

の観点

から 

研究成果は、令和２年度より開始する新たな研究班の基盤データと

して、肝炎総合対策推進のために活用できる。地方自治体担当者が出

席する会議や肝炎情報センター主催の医療従事者向けの研修会で成果

を報告し、行政機関や医療機関に広く還元され、肝炎総合対策の推進

に貢献している。その結果、国民の健康の保持、増進のために還元さ

れることが期待される。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

我が国は世界に先駆けて、平成元年に HCV の輸血時スクリーニングを導入

し、輸血による感染リスクは著しく減少した。また HBV に対しては昭和 61 年

から B 型肝炎母子感染防止事業として、HBs 抗原陽性の妊婦から出生した児に

対して、抗 HB ヒト免疫グロブリン投与および B 型肝炎ワクチンの接種を開始

し、小児のキャリア数は減少した。更に平成 28 年 10 月より０歳児への HBV

ワクチンの定期接種が開始されたことから、今後もさらに感染者数は減少し

てくるものと期待される。しかしながら、我が国には依然多くの肝炎ウイル

スキャリアが存在し、受検者の感染が判明した際に、受検から受診、受療へ

のカスケードを加速させる取組や、定期的に医療機関を受診していない者へ

受診を促す取組が必要である。これらの取組においては、これまでの研究で

養成を推進してきた肝炎医療コーディネーターの活躍が期待されているが、

今後はその活動による効果を最大化するため、その活動の質をいかに向上さ

せるかが求められており、肝炎医療コーディネーターの配置状況や活動状況

について実態調査を行っていくことが必要である。さらに養成したコーディ
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ネーターの活動が継続されるような取組も必要である。また、肝炎ウイルス

検査の受検率のさらなる向上にむけた職域における肝炎ウイルス検査の促

進、そこでの陽性者の受診勧奨、フォローアップの取組の推進の検討等が必

要である。さらに、被扶養者に対する肝炎ウイルス検査の受検勧奨も必要で

ある。受検勧奨と同時に、重複受検をいかに回避するかも検討されなければ

ならない。加えて、肝炎患者等に関する偏見・差別への対策や地域差等の問

題点についての調査、肝硬変の病態別の実態把握、地域における病診連携推

進を全国に均てん化する取組、効果的な肝炎施策が実施されているか評価す

る指標を全ての自治体で実装し活用していくこと等が課題として挙げられ

る。新規治療等の導入やその推進が我が国の肝炎医療に及ぼす効果の検証に

加え、キャリア数の実態把握など正確な疫学データの収集解析など、効果的

な政策立案のため、これまで以上に肝炎総合対策の推進に資する研究事業を

推進していく必要がある。今後はこれまでの政策研究の成果を活かしつつ、

それぞれの集団の特性に応じた感染リスクへの対応や ICT 等の新たなツール

やソーシャルメディアを活用した肝炎総合対策を推進していく必要がある。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

「職域等も含めた肝炎ウイルス検査

受検向上と陽性者の効率的なフォロ

ーアップシステムの開発・実用化に

向けた研究」（令和元年度に終了）

 

「肝炎ウイルス検査受検から受診、受

療に至る肝炎対策の効果検証と拡充に

関する研究」（令和元年度に終了）
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「健康安全確保総合研究分野」 

研究事業名 
地域医療基盤開発推進研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省医政局総務課 

関係部局 医政局内各課室 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 274,439 67 60 

平成 30 年度 312,332 83 65 

令和元年度 312,332 68 56 

 

３．研究事業の目的 

少子高齢化の進展や医療ニーズの多様化・高度化により、医療を取り巻く環

境が大きく変化している中、豊かで安心できる国民生活を実現するため、地域

の実情に応じた医療提供体制の構築、医療人材の養成、医療安全の推進、医療

の質の確保等の実施に資すること。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

①  地域の実情に応じた医療提供体制の構築 

・「地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究（平成 30

年度～令和２年度）においては、医療計画の中間見直しに関して必要な指標の

例が得られ、各都道府県における医療計画の見直しに今後活用される。 

・「総合診療が地域医療における専門医や多職種連携等に与える効果についての

研究」（令和元年度）は、フィールド調査およびキャリア形成に関する実態調

査、タスクシフティングプログラムの開発と検証等を行った。 

・「看護師の特定行為研修修了者の活用に関する研究」（令和元年度～令和２年

度）においては、研修修了者のアウトカム指標の抽出において、活用の実態が

示され、医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト／シェアの推進に関

する検討会の資料として活用された。 

・「地域包括ケアシステムにおける効果的な訪問歯科診療の提供体制等の確立の

ための研究（平成 30 年度～令和元年度）において、歯科訪問診療推進マニュ

アルを作成したことから、本マニュアルを必要に応じ周知するとともに、マニ
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ュアル作成にあたり行った実態把握の結果等を今後の歯科医療提供体制の検討

における基礎資料とする予定である。また、歯科におけるオンライン診療の実

態把握及び診療データの蓄積を行ったことから、本研究により得られた成果

を、今後、歯科におけるオンライン診療の検討に活用する予定である。 

 

②  医療人材の養成 

・「新たな臨床研修の到達目標・方略・評価を踏まえた指導ガイドラインに関す

る研究」（令和元年度）は、平成 30 年度に作成した「医師臨床研修指導ガイ

ドライン」のブラッシュアップ作業を行った。 

・「AI を活用したゲノム医療推進に係る人材育成に関する萌芽的研究」（令和元

年度）は、指導による要点の整理を行い、AI を活用したがんゲノム医療の専門

家育成指導事例集とカリキュラム案を取りまとめた。 

・「保健師助産師看護師国家試験における現状の評価及び出題形式等の改善に関

する研究」（令和元年度）においては、保健師助産師看護師国家試験の現状に

関するデータ及び出題内容・出題形式等に関する提言等の成果が得られ、令和

２年度医道審議会保健師助産師看護師分科会保健師助産師看護師国家試験制度

改善検討部会において今後活用される予定である。 

 

③   医療安全の推進 

・「医療安全に資する病院情報システムの機能を普及させるための施策に関する

研究」（平成 30 年度～令和２年度）において、画像レポート見落とし防止対

策の現状調査から、「画像診断レポート、病理診断レポートの見落とし防止対

策システムの機能の解説」、「画像レポート見落とし事例集」、「画像診断レ

ポート、病理診断レポートの見落とし防止対策システムの機能使用項目」を作

成し、事務連絡にて周知した。 

・「医療機器の保守点検指針の作成等に関する研究」（令和元年度）において、

生命維持管理装置等のうち人工呼吸器及び血液浄化装置並びに放射線関連機器

等のうちリモートアフターローディング装置及びガンマナイフ装置に関する保

守点検及び研修に関する指針案を作成した。令和２度は除細動器及び閉鎖式保

育器の指針案の作成に取り組み、令和２年度末までに作成する指針を踏まえ

て、医療現場で活用されることを目的とした保守点検に関する通知を令和３年

度に発出する予定である。 

 

④   医療の質の確保等 

・「病院における薬剤師の働き方の実態を踏まえた生産性の向上と薬剤師業務の

あり方に関する研究」（平成 29 年度～令和元年度）の結果を踏まえて、病院
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薬剤師の業務の診療報酬上の評価を充実するために、中医協における検討資料

として活用された。 

・「診療ガイドラインの今後の整備の方向性についての研究」（平成 30 年度～

令和元年度）等において、診療ガイドラインに関する整備や方針を俯瞰的にま

とめたロードマップを提示し、さらにデータベース研究の活用方策、医療経済

的評価の位置づけ等の次に進めるべき方針を示し、厚生労働省委託事業である

「EBM 普及推進事業」と連携し今後の方策の基礎資料として活用された。 

・「日本の都道府県別の保健システムパフォーマンス評価方法の開発」（令和元

年度）は、我が国の最新の疾病負荷の推計を行い、米国ワシントン大学等との

研究連携により技術的な課題の同定を図った。 

・「死因究明等の推進に関する研究」（令和元年度）は、検案に係る費用の地域

間格差の是正に資する検案料支払い基準の見直し及び死亡診断書の電子的交付

及び提出のスキームを検討した。 

・「献体による効果的医療技術教育システムの普及促進に関する研究」（令和元

年度）は、「臨床医学研究における遺体使用に関する提言（案）」を作成し、

手術手技実習と医療機器開発における献体使用の方向性を示した。 

・「医療通訳認証の実用化に関する研究」（平成 29 年度～令和元年度）の研究

活動を通じて、民間医療通訳資格の認証のあり方等が議論され、その結果を活

かす形で国際臨床医学会が認定団体となり「医療通訳士」の認証制度を開始し

た。実用化として、令和元年度に「実務者認定」がスタートし、審査の結果 75

名が「認定医療通訳士」として認定された。認定者は全国で活動し，医療通訳

対象言語は英語，中国語，ロシア語，タイ語など 10 言語にわたり，また通訳

者出身国も日本のみならず中国・マレーシアなど 11 か国にわたる。さらに、

実務者認定に加えて「医療通訳試験実施団体」にも３団体が認定された。 

⑤   目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

8 8 20 0 22 2 0 0 4 146 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

社会的環境が変化し国民のニーズも多様化する中で、豊かで安心で

きる国民生活を実現するためには、様々な医療行政の推進にあたって

の課題を解決し、高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた
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適切な医療を地域において効果的かつ効率的に提供できるよう整備

し、地域で継続して生活を送れる医療体制の構築に資する研究が実施

されており、本研究事業の必要性は高い。 

効率性

の観点

から 

本研究事業は、医療行政における喫緊の課題に柔軟に対応するた

め、研究期間を原則２年以下とし、評価委員の意見を反映させるた

め、研究班会議への担当官の参加などを通じ定期的な進捗管理を行っ

ている。 

行政ニーズを踏まえて、今後重要な政策課題に関する検討会の基礎

資料として活用すること等を前提にして研究課題が組まれているもの

が多く、行政課題の検討を効率的に進めることができる。 

有効性

の観点

から 

多くの研究課題の成果が施策に反映されおり、既に現時点において

も、令和元年度の研究課題から、医療計画の中間見直しに必要な指標

を示すとともに、「医師臨床研修指導ガイドライン－2020 年度版」の

策定等にも活用されており、有効性が高い研究事業である。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

社会保障制度改革の実現や新たな医療政策のニーズに応えるため、引き続

き、地域医療構想の達成や地域包括ケアシステム構築の推進に資するような研

究を推進する必要がある。また、本研究事業での成果が医療の現場等に広く周

知され、新たな医学・医療技術や情報通信技術等を活用されるように実用性を

高めていく必要がある。 
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

「地域の実情に応じた医療提供体制の

構築を推進するための政策研究」（平成

30 年度～令和２年度）「疾病・事業及び在宅

医療に係る医療体制について」の一部改正について

（医政地発 0 4 1 3 第 1 号令和２年４月 13 日）  

 

「死因究明等の推進に関する研究」

（令和元年度） 

 

「医療通訳認証の実用化に関する研究」

（平成 29 年度～令和元年度） 

「医療安全に資する病院情報システ

ムの機能を普及させるための施策に

関する研究」（平成 30 年度～令和２

年度）「画像診断報告書等の確認不足に対す

る医療安全対策の取組について」（事務連絡 

令和元年 12 月 11 日）

 

 

看護師の特定行為研修修了者の活用

に関する研究（令和元年度～令和２

年度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「健康安全確保総合研究分野」 

研究事業名 
労働安全衛生総合研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課 

関係部局 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課、労働衛生課、化学

物質対策課 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 97,713 39 17 

平成 30 年度 97,313 26 23 

令和元年度 99,680 20 19 

 

３．研究事業の目的 

職場における労働者の安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進

に関して、労働安全衛生行政の推進を確保し、技術水準の向上を図ることを目

的とする総合的な研究事業である。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

「エビデンスに基づいた転倒予防体操の開発およびその検証（平成 30 年度～

令和元年度）」の研究成果を活用した転倒・腰痛防止用視聴覚教材を開発し、厚

生労働省のホームページに掲載した。 

「じん肺エックス線写真による診断精度向上に関する研究（平成 29 年度～令

和元年度）」において CAD を用いたじん肺の CT 画像の評価はじん肺の病型判断

に有用であるという成果が得られ、「じん肺標準エックス線写真集」に追加する

かじん肺部会審査会で検討に用いる予定である。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 
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（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

3 1 0 0 11 5 0 0 0 0 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

・休業４日以上の労働災害は第 13 次労働災害防止計画の起算年である

平成 29 年比で増加しており、第 13 次労働災害防止計画の目標達成に

向けて、災害の大幅な減少に向けた安全衛生対策の強化が必要となっ

ている。 

・また労働衛生面では、長時間労働やメンタルヘルスの問題、石綿や

発がん性を伴う化学物質の取り扱いの問題など、喫緊の対応が必要な

課題も増加している。 

・これらの課題を解決し、第 13 次労働災害防止計画において揚げる

「安心して健康に働くことができる職場」の実現のためには、本研究

事業の効率的な実行による科学的根拠の集積とこれに裏付けされた行

政施策を推進していく必要がある。 

効率性

の観点

から 

労働安全衛生においては依然として非常に多くの政策課題があるも

のの、限られた事業予算の中で最大限の効果を得る必要があることか

ら、特に優先すべき重点課題を定め、課題の採択、研究費の配分にお

いても、重点課題に直結した成果を出せる研究となるよう必要額を精

査しており、効率性は高い。 

有効性

の観点

から 

本研究事業においては、令和元年度は上記のような問題に対応した

19 件の研究課題を設定し、着実に行政施策に反映できる成果が得られ

ている。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

より一層行政需要に沿った研究を実施することとし、「経済財政運営と改革

の基本方針 2019」、「第５ 次科学技術基本計画」、「未来投資戦略」及び「第

13 次労働災害防止計画」を踏まえ、労働現場の詳細な実態把握及び医学的デー

タの蓄積に基づき、労働者の安全対策、メンタルヘルス等の対策、仕事と治療

の両立支援及び化学物質等による職業性疾病の予防対策等に資する研究を実施

することとする。 
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

転倒・腰痛防止用視聴覚教材を「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ

イドライン」のパンフレットに掲載。 

 

「エビデンスに基づいた転倒予防体操の開発およびその検証（平成 30 年度～

令和元年度）」 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「健康安全確保総合研究分野」 

研究事業名 
食品の安全確保推進研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 

関係部局 医薬・生活衛生局内食品安全関係課室 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 476,471 46 39 

平成 30 年度 526,171 52 39 

令和元年度 577,056 42 37 

 

３．研究事業の目的 

国民の健康に直結する食品安全にかかるリスク管理機関として、科学的根拠

に基づく施策を効果的に実施するために必要な科学的知見の収集及び手法の開

発等を行う。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

①  食品安全施策の基本的な枠組みを強化する研究に関する主な成果 

・【日本国内流通食品に検出される新興カビ毒の安全性確保に関する研究（令和

元年度から令和３年度）】今後、国際機関でのリスク評価が見込まれるカビ毒に

ついて一斉分析法及び簡易分析法を開発した。また汚染実態データの収集や分析

法の妥当性評価を進めており、次年度以降も引き続き実施予定である。 

・【既存添加物の品質向上に資する研究（平成 29 年度から令和元年度）】 既

存添加物の成分規格案を作成し、食品添加物公定書の作成にむけた検討会におい

て基礎資料として活用した。薬事･食品衛生審議会において審議の上、第９版食

品添加物公定書追補１として告示改正した（令和 2 年 6 月）。 

・【食品添加物の安全性確保に資する研究（令和元年度から令和３年度）】 添

加物の摂取量調査を添加物の安全性評価における評価書作成に活用した。 

・【新たなバイオテクノロジーを用いて得られた食品の安全性確保とリスクコミ

ュニケーションのための研究（平成30年度から令和２年度）】 ゲノム編集技術

応用食品を含むバイオテクノロジー応用食品について、消費者や開発者等へのリ

スクコミュニケーション推進に資するパンフレットなどを作成した。 
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・【「健康食品」の安全性・有効性情報データベースを活用した健康食品の安全性

確保に関する研究（平成30年度から令和２年度）】 健康食品等に使用される原

材料64種類について、医薬品との相互作用に関する情報を「健康食品」の安全

性・有効性情報データベースに掲載し、健康食品の摂取に伴う健康被害発生時の

対応の参考情報とした。 

・【食品中の放射性物質等検査システムの評価手法の開発に関する研究（平成 29

年度から令和元年度）】食品中の放射性物質検査結果の詳細解析を行い検査計画

策定ガイドラインに反映した。 

・【食品由来薬剤耐性菌のサーベイランスのための研究（平成30年度から令和２

年度）】薬剤耐性状況の研究成果について、薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報

告書2019に活用された。 

・【食品由来が疑われる有症事案に係る調査（食中毒調査）の迅速化・高度化に

関する研究（平成29年度から令和元年度）】食中毒の集団発生・広域散発事例の

探知を目的として、広域事例疑い探知システムを令和元年６月より稼働させ、食

中毒調査に活用された。 

 

②食品衛生規制の見直しに活用する研究に関する主な成果 

・【食品用器具・容器包装等の安全性確保に資する研究（令和元年度から令和３年

度）】 食品用器具・容器包装等の製品の多様化、新規材質の開発、再生材料の使

用、諸外国からの輸入品の増加等により生じる課題に対応するよう、器具容器包装

に関する告示の改正内容を検討した。 

・【食品を介する家畜・家禽疾病のリスク管理に関する研究（平成 29 年度から令和

元年度）】と畜・食鳥処理場における HACCP 検証手法に関する研究成果が、令和２

年５月の自治体向け通知「と畜場検査員及び食鳥検査員による外部検証の実施に

ついて」に活用された。 

 

③外交交渉や国際貢献等に活用する研究に関する主な成果 

・国際食品規格であるコーデックス規格の策定に係る国際交渉において、科学的知

見の提供等により日本政府の対応を支援した。また、コーデックス委員会の活動へ

の国際貢献の一環として、食品分析の国際動向に関するシンポジウムを開催した

（令和元年 12 月）。 

②   目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

特になし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 
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和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

13 17 21 1 69 16 0 0 1 4 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

食品の安全性の確保は、国民の健康を守るために極めて重要であ

り、多くの国民が高い関心をもっており、国民の健康へ直接的に影響

を及ぼすことから、食品のリスク分析（リスク評価、リスク管理、リ

スクコミュニケーション）の考え方に基づき、厚生労働省は食品のリ

スク管理機関として位置づけられている。本研究事業の実施により、

科学的な根拠に基づく施策（食品等の規格基準の策定、効果的・効率

的な監視・検査体制の整備等）が可能となることから、食品の安全確

保の推進に極めて必要かつ重要である。 

効率性

の観点

から 

食中毒対策、食品中の有害物質（残留農薬、放射線等）などの国民

の関心の高い研究に加え、新たな課題への対応、また、リスクコミュ

ニケーションの手法の開発や新たな検査法の開発等を行っている。ま

た、各種の通知やガイドラインの作成に直結しており、極めて、効率

的・効果的に進められている。 

有効性

の観点

から 

得られた研究の成果は、食品安全行政の企画立案・評価を含め、日

本国内で活用されるほか、国際機関にも提供される等、国際交渉や国

際貢献にも活用されており、極めて有効性が高い。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

食品等の規格基準を設定するための科学的根拠を与える研究、食品中の各種

分析法等を確立する研究等のリスク管理に資する研究、新たな技術を利用して

開発された食品のリスク評価に資する研究課題などは重要であるため、引き続

き、これらの研究を行う必要がある。 

また、政府一体で進められる農林水産物・食品の輸出促進なども見据えた食

品の国際基準・国際整合性等に直結する研究等を研究課題として推進していく

必要がある。 

さらに、研究班の単位によらず複数研究班で共同して HP を開設したり、情報

交換したりしてより効率的・効果的な研究を推進するなどの方策を検討するべ

きである。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 
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新しいバイオテクノロジーで作ら

れた食品について（パンフレット

（令和２年３月作成）） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「健康安全確保総合研究分野」 

研究事業名 
カネミ油症に関する研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 

関係部局  

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 209,713 1 1 

平成 30 年度 209,713 1 1 

令和元年度 209,713 1 1 

 

３．研究事業の目的 

「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」に基づき、カネ

ミ油症に関して総合的な研究を推進し、ダイオキシン類の生物学的毒性の解明

やカネミ油症治療法等を開発することを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

①   目的とする成果が十分に得られた事例 

特に、ダイオキシン類の人体への影響（毒性）のメカニズムに関するこれまで

の研究成果を基礎とし、新たな治療法の開発に関連する以下の成果等が得られ

た。 

・ダイオキシン類による酸化ストレスを糖尿病治療薬であるメトホルミンが抑制

する機構が明らかとなった。 

・ベンゾピレンを投与したラットに生じる感覚異常を検討し、2000Hz の電子周波

数ではベンゾピレンによって感覚閾値の有意な増加がみられ、これは桂皮によ

って抑制されることが明らかとなった。 

 また、桂枝茯苓丸の臨床試験により、全身倦怠感、皮膚症状、呼吸器症状の一 

部が改善し、油症認定患者の生活の質の向上が確認された。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 
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和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

－ － － － － － － － － － 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

平成 24 年 8 月に成立した「カネミ油症患者に関する施策の総合的

な推進に関する法律」（ 以下、「推進法」とする。） においては、

基本理念の一つとして、「カネミ油症に関する専門的、学際的又は総

合的な研究を推進することによりカネミ油症の診断、治療等に係る技

術の向上を図るとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させ

ること」が示され、「国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基

づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及

びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする」とされ

ている。また、ダイオキシン類の慢性影響についての大規模な検証

（疫学調査）は世界的にも例がないため、本研究事業は科学的にも社

会的にも極めて必要かつ重要である。 

効率性

の観点

から 

推進法に基づき、カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な

研究が推進されており、得られた知見をもとに、基礎から臨床への移

行が効率的・効果的に進められている。 

有効性

の観点

から 

研究は、推進法に基づき実施され、カネミ油症の診断、治療等に係

る技術の向上やその成果の普及、活用及び発展を図るために行われて

おり、極めて有効性が高い。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

推進法に基づき、カネミ油症に関する専門的、学際的、又は総合的な研究

をより一層推進し、カネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図る。 
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

全国油症治療研究班では、これまでに行ってきた検診、疫学調査、臨床試験

をもとに油症の現況と治療についてのリーフレット等を作成。 

（画像はいずれも九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センターHP から抜

粋） 

 

 

また、国内・海外での学会発表や刊行物などの研究成果が多くある。 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「健康安全確保総合研究分野」 

研究事業名 
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ

ンス政策研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

関係部局 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策

室、医薬品審査管理課、医療機器審査管理課、監視指導・麻

薬対策課、医薬安全対策課、血液対策課 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 165，368 24 23 

平成 30 年度 192, 124 26 25 

令和元年度 205, 565 30 30 

 

３．研究事業の目的 

無承認無許可医薬品の監視業務、麻薬・覚せい剤等の薬物乱用対策、血液安全

対策、医薬品販売制度・薬剤師の資質向上等の薬事行政における各種制度にお

ける課題に対して、本事業で政策的に実行するために必要な規制（レギュレー

ション）について、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠に基づいて整備

するための研究を行う。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

○ 国際標準 GMP （Good Manufacturing Practice）等の国内導入 

医薬品製造所での医薬品品質システム（PQS）の導入と運用が適切に実施で

きるよう、調査時に活用するチェックポイントを作成し、普及のためのワーク

ショップを開催した。また、品質管理監督システム（QMS）における電磁的な

文書及び記録の管理に関するガイダンスを作成し、独立行政法人医薬品医療機

器総合機構のホームページにおいて公表した。さらに、再生医療等製品の治験

製品の品質確保のため、治験製品の製造管理・品質管理に関する基準（治験製
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品 GCTP（Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing 

Practice）））の案を作成した。 

○ 大麻に関する正しい知識のとりまとめと発信 

近年の大麻の乱用の増加は、ネット等における「大麻は安全」といった誤っ

た情報の流布が背景にあると考えられている。科学的な根拠に基づく大麻の乱

用による心身への影響など、令和元年度までに「危険ドラッグ等の濫用防止の

より効果的な普及啓発に関する研究」（平成 29～令和元年度）において収集し

た大麻に関する正しい知識を冊子としてまとめ、都道府県等に配布し、効果的

な薬物乱用予防啓発活動が図られるよう支援した。 

○ 危険ドラッグ対策 

新たに指定薬物に指定され規制対象となった危険ドラッグに関して、「危険

ドラッグ等の乱用薬物に関する分析情報の収集及び危害影響予測のための研

究」（平成 30～令和２年度）において検出方法等をまとめて都道府県等の関係

者に周知し、取締り等を支援した。 

○ 国家検定の見直し 

  異常毒性否定試験について、研究班において試験省略の科学的妥当性を検証

し、令和２年５月の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労

働大臣の指定する医薬品等」（昭和 38 年厚生省告示第 279 号）の一部改正に

よって一部省略規定を導入した。 

 また、ワクチンの安定供給を確保するため、研究班において並行検定の常時

実施に向けた問題点及び対策について検討し、「医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行

に係る取扱い等について」（令和２年６月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛

生局医薬品審査管理課長・監視指導・麻薬対策課長連名通知）によって、並行

検定を常時実施できる製剤を新たに指定した。 

○ 一般用医薬品及び医薬部外品に関する広告について 

 店舗販売業、薬局、一般用医薬品の製造販売業における一般用医薬品の広告

に関して、「「医薬品等適正広告基準」の改正に伴う一般用医薬品及び医薬部

外品広告のフォローアップ調査研究」（令和元年度）においてその実態の一端

を把握したところであり、今後、これらの者による広告の改善に活用される。 

○ 販売情報提供活動監督部門の整備について 

 令和元年 10 月に施行された「医療用医薬品の販売に係る情報提供ガイドラ

イン」に基づく販売情報提供活動監督部門の整備に関して、「「医療用医薬品

の販売に係る情報提供ガイドライン」に基づく社内体制の整備の施行に伴う企

業側実体の調査研究」（令和元～令和２年度）において実績を把握し、「医療

用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに基づく社内体制の整備等
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に関する調査結果について」（令和２年３月１８日付厚生労働省医薬・生活衛

生局監視指導・麻薬対策課事務連絡）を発出し、適切な体制の整備が行えるよ

う情報提供を行った。 

○医薬品等の個人輸入規制の見直しについて 

 「国際流通する偽造医薬品等の実態と対策に関する研究（平成 29～令和元年

度）」においては、諸外国の医薬品輸入制度の実態把握及び液体クロマトグラ

フィー-質量分析法（LC-MS） やラマン分光分析など高度な分析法が偽造医薬

品鑑別に有力な手法である等の成果が得られ、今後、個人輸入制度及び偽造医

薬品対策に活用される。 

○ 薬剤師の卒後研修の実態把握 

  国内で医療機関が独自に取り組んでいる卒後研修について、研修内容や実施

体制の実態を調査するとともに、米国におけるレジデント制度を調査し、把握

した内容をもとに、「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」におい

て、薬剤師の養成や資質向上に関する事項等を議論し、今後の薬剤師のあり方

を検討した。 

○新興・再興感染症に対する血液製剤の安全性対策 

 献血血液に混入する可能性のあるバベシア症や重症熱性血小板減少症候群

（SFTS）などのダニ媒介感染症感染症の病態を明らかにするとともに、その検

査体制および媒介生物の生態を踏まえた献血制限の方策を確立した。   

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

21 7 2 0 51 6 0 0 2 1 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

【薬事監視等】 

・ 製薬企業からの情報提供を鵜呑みにしないことの必要性など、

診療所における医師の情報リテラシーの向上に貢献することが期

待される。 

・ 国内で流通する、人が経口的に服用する物の医薬品医療機器等

法上の適切な取扱いにつながり、保健衛生上の危害発生防止等に

大いに貢献している。 
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・ 医薬品の個人輸入等によって国内に流通する偽造医薬品への対

策の検討につながることにより、保健衛生上の危害発生防止等に

大いに貢献することが期待される。 

・ 医薬品の GMP 等の国際的なガイドラインを国内で活用可能な形

として、基準の国際整合化を図ることで、国内に流通している医

薬品の品質の確保が図られる。 

 

【血液事業】 

・ 近年の人や物資の国際的の移動の増加から新興・再興感染症等

に対する血液製剤の安全性確保が課題となっており、今回の成果

は、血液製剤の安全性の確保のために重要な成果である。 

 

【薬物乱用】 

・ 麻薬・向精神薬取締法など関連 4 法で厳しく規制される薬物及

び植物、さらに今後これらの法律により規制される可能性の高い

薬物及び植物について、迅速かつ効果的な分析と鑑別手法を提示

したことは薬物の取締りに貢献するものである。 

・ 薬物乱用についての全国一般住民を対象とした意識・実態調査

を行い、薬物等乱用の状況を把握するとともに、経年的変化をモ

ニタリングすることで、薬物乱用・依存に関する各種対策の立

案・評価を講じる上での基礎資料として供している。 

 

【薬剤師・薬局制度】 

・ 令和元年 11 月に成立した改正医薬品医療機器等法において、薬

剤師・薬局が患者から求められる役割を果たし、住み慣れた地域

で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするため、医

療機関と薬局の連携強化に係る内容を盛り込んでおり、薬剤師・

薬局がかかりつけとしての機能を発揮するとともに、専門性を有

して患者に薬物治療を提供するため、医師と薬剤師の連携手段の

一つである PBPM（Protocol Based Pharmacotherapy Management）

のさらなる進展や卒後研修による薬剤師の資質向上策の検討が重

要である。   

効率性

の観点

から 

・ 研究班会議には研究者だけでなく必要に応じて製薬団体や医療

従事者、都道府県薬事取締当局等も参画している。例えば医療従

事者、日本赤十字社、国立感染症研究所等との協力を通じて、研

究用ウイルスの in vitro 産生法から赤血球製剤のウイルス不活化
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法まで様々な手法の開発を行うなど、適切な体制で効率的に検討

を行った。 

有効性

の観点

から 

【薬事監視等】 

・ 血液製剤の国家検定手法について、諸外国のリスク評価も参考

にしながら、国際整合化を図るため、SLP（Summary Lot 

Protocol）審査の導入に向けた準備を行った。 

・ 効果的かつ効率的な国家検定の実施に向けて、試験項目や試験

頻度の見直しについて検討した。 

 

【血液事業】 

・ 研究には血液事業者も参加しており、成果は直接事業者におい

て実行される体制となっている。 

 

【薬剤師・薬局制度】 

・ 本年度の事業では、PBPM による医療機関と薬局の連携を実践す

る地域拡大を図るとともに、PBPM によって連携を行う対象薬剤の

拡大を検討した。また、長期処方の分割調剤を実施した場合に、

患者の服用期間中の継続的な副作用モニタリングや病状把握が可

能となったことや、患者の服薬アドヒアランスの向上に寄与した

ことなど、薬剤師が介入することの効果が示された。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

【薬事監視等】【薬物乱用】 

・ GMP 等のガイドラインの国際整合化については、継続して研究を行うこと

により、業界全体の底上げを進めると共に、間接的に国内製品の海外輸出

にも貢献することが望まれる。 

・ 国家検定については、近年の技術力の向上に伴い、国際的にもその在り

方の検討が進められてきているところであり、国際整合性の観点から、よ

り効果的かつ効率的な国家検定について検討していく必要がある。 

・ 血液製剤への SLP 審査を令和元年７月から試行的に開始することとして

おり、試行結果を踏まえて本格運用に向けた検討を行う必要がある。 

・ 令和２年度には危険ドラッグ等の化学物質を薬理学・毒性学的観点から

迅速かつ簡便に検出する方法の開発に着手しており、引き続き検出感度の

向上や機器の改良を行っていく必要がある。 

・ これまで食薬区分の判断されていない成分本質について、化学分析、文

献調査等の結果から「専ら医薬品」たるものか（食薬区分）判断しリスト
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を充実化させ、引き続き企業の食品開発における予見可能性を高める必要

がある。 

・ 実際に医薬品卸売販売業者等における医薬品の管理状況の実態を確認す

るとともに、実際に医薬品の品質が確保されているかを調査した上で、品

質管理が不適切な医薬品の流通を防ぐためのより具体的な方策について検

討する必要がある。 

 

【血液事業】 

・ 若年層の献血率の低下、新興・再興感染症等に対する血液製剤の安全性

確保、医学的知見や医療技術の発展に伴う血液製剤の需給の変化などが今

後の課題となっており、これまでの研究成果も含め、普及啓発等に活用し

ていく必要がある。 

 

【薬剤師・薬局制度】 

・ 改正医薬品医療機器等法において盛り込まれた医療機関と薬局の連携に

ついてのみならず、薬剤師が、その専門性を有して患者の薬学的管理・指

導を実施できるよう必要な研修内容の標準化や資質向上策についての検討

が必要である。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

危険ドラッグ等の濫用防止のより効果

的な普及啓発に関する研究（令和元年

度） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「健康安全確保総合研究分野」 

研究事業名 
化学物質リスク研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

医薬品審査管理課化学物質安全対策室 

関係部局 国立医薬品食品衛生研究所 

総務部業務課 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 304,174 34 24 

平成 30 年度 420,158 26 21 

令和元年度 440,791 27 19 

 

３．研究事業の目的 

本研究事業は、化学物質によるヒト健康へのリスクに関し、既存化学物質の

総合的かつ迅速な評価、新規素材等に対する評価手法の構築を実施するととも

に、規制基準の設定等必要なリスク管理、的確な情報発信を通じ、国民の不安

解消、安全な生活の確保を図ることを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

・ 化学物質の有害性評価の迅速化・高度化・標準化（令和２年度も継続中） 

化学物質の安全性評価手法として、OECD テストガイドラインの作成活動に研

究成果を活用する等、国際貢献に寄与した。特に、皮膚感作性試験代替法 ADRA

（Amino acid Derivative Reactivity Assay）、光安全性 ROS（Reactive 

Oxygen Species）アッセイ及び LabCyte EPI-MODEL24 を用いる腐食性試験代替

法が、OECD にて試験法ガイドライン（TG）として採択され、国際貢献に寄与し

た。また、人工知能等の技術も活用しながら、QSAR（定量的構造活性相関）等

の網羅的な毒性予測手法の開発や改良を行い、反復曝露の毒性評価の効率化に

向けてデータの蓄積・解析を進めている。 

・ シックハウス（室内空気汚染）対策（令和２年度も継続中） 

シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会での議論に必要な基礎デ

ータとして、研究事業の成果を活用した。さらに化学物質の分析に必要不可欠

なヘリウムガスの世界的な供給不足に関して、代替ガスを使用した測定方法の
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検討を進めている。フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルの

改定された指針値に対応可能な標準試験法を策定し、日本薬学会編衛生試験

法・注解 2015：追補 2019 に公表、国内規格化され、今後国際規格化を目指し

国際会議で継続的に審議する合意を得た。 

・ ナノマテリアルのヒト健康への影響評価（令和２年度も継続中） 

ナノマテリアルの評価手法として、吸入曝露及び気管内投与手法等におい

て、新たな評価手法が有効であることを示すことができた。 

・ 家庭用品に含まれる化学物質の健康リスク評価等に関する研究（令和２年度

も継続中） 

  家庭用品規制法で定められている試験法のうち、溶剤３種、防炎加工剤３

種、防虫剤２種について、GC-MS 法の検討をした。特に、溶剤３種、防虫剤２

種については試験法のバリデーションスタディが終了し、十分な精度及び感度

を有し、既存の方法よりも簡便な測定方法が確立された。また、酸・アルカリ

４種の試験法の検討や規制対象外の家庭用品及び有害物質に関する情報収集を

行った。有害物質の試験法のプロトコール案を作成し、薬事・食品衛生審議会

における審議を経た上で、家庭用品規制法施行規則を一部改正する予定であ

る。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  

 該当なし 

（２）論文数などの業績（令和元年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

11 97 2 1 172 82 2 1 0 2 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

本研究事業の「必要性」は以下の理由より極めて「高い」と評価す

る。 

・ 本研究事業は、日々の国民生活に利用される化学物質の有用性

を踏まえ、化学物質を利用する上でヒトへの健康影響を最小限に

抑える目的で行う種々の行政施策の科学的基盤となる事業であ

り、国民生活の安全確保に大いに寄与する不可欠なものである。 

・ 家庭用品規制法に規定される有害物質（21 種類）の試験法の中

には改正されていないものもあり、試験法の見直し等を今後も引

き続き行い、本研究事業の研究成果に基づいて適正な法令改正等

の検討を行う必要がある。 
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・ 化学物質の毒性を網羅的に把握し、化学物質管理を確立するこ

とが、国際的な政策課題であるため、その解決に向けた化学物質

の有害性評価の迅速化・高度化に関する研究は必須である。 

・ OECD において、インシリコ、インビトロ、既存のインビボの毒

性データを統合して化学物質の安全性を評価する取り組みや、全

身毒性試験の有害性発現経路（AOP）を開発し、動物実験代替法を

念頭においたテストガイドライン（TG）の公定化を行うなどによ

り化学物質の安全性評価が推進されており、わが国が積極的に貢

献し、主導していくことは必須である。 

・ 化学物質の危険から子どもを守る取り組みが求められているた

め、化学物質により乳幼児・胎児等（高感受性集団）が受ける影

響を体系的に評価する研究手法の開発、確立は必須である。 

・ ナノマテリアル等の新規素材によるヒト健康影響やその評価手

法に関しては、安全性評価は確立されていないため、新たなリス

ク評価手法に関する研究は必須である。 

・ 室内微量環境化学物質については、代替物質等、新規の化学物

質による問題が懸念されており、新たな指針値案の策定や既存の

指針値の見直しを検討するために、シックハウス（室内空気汚

染）に係る室内微量化学物質の測定法の開発、実態調査、及びリ

スク評価等に関する研究は必須である。 

効率性

の観点

から 

本研究事業の「効率性」は以下の理由より極めて「高い」と評価す

る。 

・ 化学物質安全対策の研究拠点でもある国立医薬品食品衛生研究

所が Funding Agency として総合的な事業戦略を立案し、加えて研

究費配分機能・プロジェクトマネージメント機能を担うことで、

化学物質安全対策に関する実状把握と研究管理が一元的になされ

るよう配慮している。 

・ 化学物質リスク研究事業企画運営委員会を設置し、同委員会か

ら本事業の方針や課題の設定について助言・指導を受け、本事業

が適切に実施される体制を整えている。 

・ 事前、中間・事後評価の結果（評点及びコメント）を各研究課

題の代表研究者にフィードバックし、その後の研究実施に役立て

られるようにしている。 

・ 各研究課題で実施される班会議においては、必要に応じて化学

物質安全対策室の職員が出席し、必要な指摘を行うほか、研究班

相互の意見交換を促進するなど、研究の方向性を適宜調整しつつ

進捗管理を行っている。 
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・ 幅広い化学物質安全対策行政からの必要性に答えるべく、広範

な研究課題を採択するよう心がけるとともに、特に重要性・喫緊

性の高い分野を採択すべく、指定型と公募型を使い分けながら、

メリハリを付けた研究支援を実施している。 

有効性

の観点

から 

本研究事業の「有効性」は以下の理由より極めて「高い」と評価す

る。 

・ 採択・実施される研究課題は、事前評価、2 回の中間評価、事後

評価と 4 回の評価が実施されており、それぞれ書面ないしヒアリ

ング、あるいはその両方によって、事前評価委員会委員、中間・

事後評価委員会委員によって 15 点満点で採点・評価されている。

これまで採択した研究課題の評点はほぼ全ての研究課題において

10.00 点を大きく上回っており、事前評価委員会及び中間・事後評

価委員会から研究課題の有効性が高いことが認められている。 

・ 研究成果は、行政施策の科学的基盤となる検討会等の議論を加

速させるだけではなく、化学物質審査規制法、毒物及び劇物取締

法、家庭用品規制法の各施策や、その他の分野への活用のみなら

ず、化学物質の安全性評価に係る基礎データとしても活用され、

国際的な試験法ガイドライン等の策定に直結するなど、国際貢献

にも資するものである。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

今後さらによりよい事業とすべく、以下の点を留意して実施すべきである。 

・ リスクを最小化した状態で化学物質を使用することが化学物質管理の国

際的目標であり、この達成に向けて引き続き国際協調の下で化学物質の有

害性評価を進めていく必要があり、この目標達成のため化学物質の有害性

評価の迅速化、高度化に取り組むとともに、ナノマテリアル等の新規素材

の安全性や子どもなどに対する化学物質の安全性、シックハウス（室内空

気汚染）の問題等、生活環境中の化学物質の安全性について調査や評価を

進め、国民の不安解消、安全な生活の確保に資する成果の取得を目指す必

要がある。 

・ 研究の実施に当たっては、令和３年度もこれまでと同様、同じ研究分野

の研究班相互の意見交換を積極的に実施するとともに、将来の化学物質の

有害性評価を担う若手研究者の育成も念頭に置くことが必要であり、若手

研究者の優先的な活用など新たな取り組みも検討していくことが望まし

い。 

・ 化学物質に関する各種施策へと活用される研究成果が得られるような研

究を、一層推進していくことが必要である。そのためには、事前・中間・
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事後評価による PDCA サイクルを回しつつ、引き続き、事前評価委員会委員

及び中間・事後評価委員会委員から高い評点を得られるような研究課題を

推進し、場合によっては go/no-go 判断等を行ってメリハリの効いた研究推

進できる体制を検討することも必要である。 

・ 上記の取り組みを実現すべく、事務局である化学物質安全対策室と

Funding Agency たる国立医薬品食品衛生研究所の連携の深化及び国立医薬

品食品衛生研究所の事業立案・進捗管理機能の強化を図っていく必要があ

る。 

 

＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

室内空気環境汚染化学物質の標準試験法の策定およびリスク低減化に関する

研究（平成 30 年度～継続中） 

 

（日本薬学会編衛生試験法・注解 2015：追補 2019 より抜粋） 
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１．研究事業の基本情報 

分野名 「健康安全確保総合研究分野」 

研究事業名 
健康安全・危機管理対策総合研究事業 

主管部局（課

室） 

厚生労働省健康局健康課地域保健室 

関係部局 厚生労働省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室、 

医薬・生活衛生局生活衛生課、水道課 

 

２．研究事業の予算、課題採択の状況 

 予算額※（単位：千円） 申請件数（件） 採択件数（件） 

平成 29 年度 277,387 24 21 

平成 30 年度 279,402 34 23 

令和元年度 319,427 30 25 

 

３．研究事業の目的 

本事業は、健康安全・危機管理事象への対応を行うため、関係機関等との体

制整備、対応力向上のための人材育成、エビデンスに基づいた効果的な課題対

応に関する知見等の情報収集・分析および効果的な手法等の開発研究を行い、

全国に普及可能な方法論等を明らかにすることを目的とする。 

 

４．研究成果及び政策等への活用状況 

（１）概要 

① 目的とする成果が十分に得られた事例 

地域健康安全の基盤形成に関する研究分野 

・東日本大震災の被災者の健康状況の把握と支援については、平成 23 年度から

コホート研究を開始し、その結果を毎年省内関連部局や自治体に共有し、必要な

支援に繋げてきた。令和元年度調査では、仮設住宅および災害公営住宅の居住者

では、依然として健康状態や生活習慣、社会的支援に問題を抱える住民の割合が

多いことなど、問題が残っていることが明らかになった。 

・2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた熱中症診療ガイドライ

ン改定に向けた研究（令和元年度）においては、熱中症の予防や診療の医学的な

指針となるべく 2015 年に世界に先駆けて本邦で発刊された熱中症ガイドライン

の改訂にむけ検討が行われた。 

・災害対策における地域保健活動推進のための実務担当保健師の能力向上に関わ

る研修ガイドラインの作成と検証（平成 30 年度～令和元年度）においては、災

害時において発災直後から復旧復興に至るまで、地域住民の健康回復に対して持
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続的に支援の役割を担う自治体の実務保健師の能力向上に関わる研修ガイドライ

ンを作成するため、過去の災害対応事例から、実務保健師が担う役割やコンピテ

ンシーの概念を整理するとともに保健師の応援派遣に関する課題、機能強化すべ

き事項の整理を行った。また、平成 30 年度に発生した豪雨水害及び地震災害の

事例を対象に、保健師の応援派遣による支援及び受援の体制面及び人材育成面の

課題及び機能強化すべき点を検討し、災害時の保健師応援派遣及び受援のための

オリエンテーションガイドとしてまとめ、災害時の保健活動推進マニュアルにも

掲載されるとともに、全国会議において統括保健師に周知された。 

・包括的支援体制構築に向けた市町村保健センターと他分野の連携に関する研究

（平成３０年度～令和元年度）では、保健センターを「機能」と想定し、その機

能を発揮する一助として保健センターという「場」を通じた保健政策が提供され

ていることが示唆された。さらに、保健センターが、母子や高齢者領域を主とし

て、内外で他分野と連携を行っていることが確認された。 

 

水安全対策研究分野 

・化学物質等の検出状況を踏まえた水道水質管理のための総合研究（令和元年度

～継続中）については、有機フッ素化合物の毒性等に関する情報が整理された

他、化学物質の検査方法を開発した。これらをもとに水道水の有機フッ素化合物

の目標値を新たに設定するとともに、水道水の化学物質の検査方法（告示）を改

正し、令和２年４月から施行した。 

・人口減少社会における情報技術を活用した水質確保を含む管路網管理向上策に

関する研究（平成 29 年度～令和元年度）については、国内水道事業者や関連技

術を有する国内企業に対するヒアリング調査を実施し、水質管理の遠隔化・省力

化につながる情報通信技術の実態を把握するとともに、送配水管における水質管

理等の課題を抽出した。それらの結果に基づき、課題解決に向けた送配水管内の

水質変動の要因及び変動の予測手法を検討するとともに、水質管理の向上に資す

る小型水質計を開発し情報提供を行った。 

・水道事業の流域連携の推進に伴う水供給施設システムにおける生物障害対策の

強化に関する研究（平成 30 年度～継続中）については、全国の水道水源で発生

したカビ臭原因物質産生藍藻類のライブラリーの構築、また浄水場の対策とし

て、活性炭処理における吸着阻害因子の解明を行い、その結果を関係水道事業体

に対して情報提供を行った。 

・小規模水供給システムの安定性及び安全性確保に関する統合的研究（平成 29

年度～令和元年度）については、小規模水供給システム及びそれらの維持管理の

実態調査を行い、知見を整理すると共に、小型紫外線消毒装置等による浄水方法

について実験的検討を実施し、それらの情報提供を行った。また、施設を支える
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体制を指導する衛生部局担当者等に向け相談票や研修用ファイルをまとめ、情報

提供を行った。 

 

生活環境安全対策研究分野 

・建築物環境衛生管理基準の検証に関する研究（平成 29 年度～令和元年度）に

ついては、建築物環境衛生管理基準項目に係る最新の知見の収集及び最新の温熱

環境の評価方法の検証等、建築物環境衛生管理基準の検討に必要な基礎資料を得

た。 

 

健康危機管理・テロリズム対策研究分野 

・CBRNE テロリズム等の健康危機事態における対応能力の向上及び人材強化に関

わる研究(令和元年度～継続中)においては、国内外の動向・対応事例の収集・分

析を実施するとともに、CBRNE 関係の専門家や救急災害医療従事者、行政関係者

からなる国内外のネットワークを維持・強化した。また本ネットワークをテロリ

ズム対策分野における人材育成に位置づけるため、育成のためのカリキュラム案

を作成し、社会医学系専門医制度との連携を図った。 

・大規模イベント時の健康危機管理対応に資する研究（令和元年度～継続中）に

おいては、同年に実施された大阪サミット、ラグビーワールドカップ、即位の礼

等の大規模イベントについて、その健康危機管理体制の総括を行うとともに、

2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国際シンポジウムを実施し

た。 

・大規模災害時の保健医療活動に係る行政のモデル体制の構築と災害時の情報を

活用した運用に関する研究（令和元年度～令和３年度）においては、内閣府戦略

的イノベーション創造プログラム(SIP)第 2 期「国家レジリエンス（防災・減

災）の強化」との連携のもと、保健・医療・福祉領域における災害対応項目を横

断的に捉え、各支援チームと密な連携を可能にする行政の標準的なモデル体制を

各行政レベルに応じて作成するため、過去の災害対応からタイムラインに沿った

対応シナリオを分析し、標準モデルを作成するとともに、得られた項目を資源等

の横断的な軸に沿って多元的に分析し、全体像が捉えにくい保健医療福祉の災害

対応活動の全体像を明確化した。 

・災害発生時の分野横断的かつ長期的なマネジメント体制構築に資する研究（令

和元年度～令和３年度）においては、都道府県保健医療調整本部の設置と機能、

組織体制の現状について把握するとともに、海外における体制の検討、福祉分野

やＮＰＯ等との連携についてのベストプラクティスを収集し、標準モデルの検討

のための基礎データの創出を行った。また、同年に発生した風水害について実災

害の詳細な調査を実施した。 

② 目的とする成果が不十分であった事例/目的とする成果が得られなかった事例  
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該当なし。 

（２）論文数などの業績（2019 年度終了課題について） 

原著論文 

（件） 

その他の論文 

（件） 

学会発表 

（件） 

特許等 

（件） 

その他 

（件） 

和文 英文等 和文 英文等 国内 国際 出願 取得 施策に

反映 

普及・

啓発 

0 0 8 0 10 3 0 0 0 1 

 

５．研究成果の評価 

必要性

の観点

から 

健康危機管理の根拠となる知見は、医学をはじめとする学際的な学

問分野により得られ、その体制・仕組みは法制度・社会状況等を踏ま

えた実践により構築されるものである。災害対策・テロリズム対策に

ついては、今後、地方自治体や他省庁との連携を更に充実させ、より

実行性のある総合的な対策を打ち出すことが必要であり、関連機関と

連携した研究が必須である。本研究事業は、効果的な健康危機管理体

制を常時確保するために必要不可欠なものである。 

効率性

の観点

から 

本研究事業は、健康危機管理の研究・教育の拠点でもある国立保健

医療科学院が資金を拠出する機関として研究費配分機能を担うこと

で、健康危機管理に関する実状把握、研究管理、教育・人材育成が一

元的になされるよう配慮している。 

有効性

の観点

から 

本研究事業における研究の多くは、健康危機事案の対応に当たる地

方自治体や保健所・地方衛生研究所等の行政機関にとって実用性が高

い「手引き」、「ガイドライン」、「基準値・検査方法」等の形でそ

の成果が得られている。更なる高度な専門性、迅速性、広域性が求め

られる全国の健康危機管理体制の底上げ・均てん化に大きな役割を果

たすと評価している。 

 

６．改善すべき点及び今後の課題 

健康危機管理事案の発生に際しては、地方自治体、他省庁、保健所等の行政

機関の機能強化が喫緊の課題である。また関係する職能団体や業界団体、さら

には地域住民と協働できる体制をいち早く確保することが重要である。本事業

は多様な健康危機課題を対象に、行政機関と関係機関・団体との連携及び地域

住民との協働のあり方について、健康危機事案発生を想定した平時からの対応

を検討するとともに、健康危機の発生防止、発生に備えた準備、発生時の対応

のそれぞれの段階についての研究が実施されてきた。今後は平時と健康危機管

理時両面における行政機関の機能強化に関する研究が重要と考えられる。 

以下に各分野の課題と今後の研究の方向性について述べる。 
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地域保健基盤形成に関する研究分野では、近年、国民の生活スタイルの変

化、健康課題の変化、大規模な自然災害、食中毒事案の広域化、薬剤耐性菌の

増加など、地域保健を取り巻く状況が大きく変化しており、地域保健行政は多

様な役割が求められるようになっている。新型コロナウイルス感染症の流行に

代表されるように多様化する健康危機事象に対し、地域において適切かつ迅速

な対応が可能となるよう、平時の地域保健に関する研究とともに、有事初期か

ら有事発生後まで状況に応じた柔軟な地域保健システム及び安全管理体制の構

築を目指した研究を推進すべきである。 

水安全対策分野では、水道水源への汚染物質の流入や気候変動に伴う原水水

質の変動、水道施設の老朽化、水道事業に従事する職員数の減少、人口減少に

よる給水収益の減少といった多岐にわたる課題に直面しており、これらに対応

するため、安全・安心な水の要件である水道水質基準等を定期的に見直すため

の研究をはじめ、気候変動等に対しても清浄な水を安定的に供給していくため

の水安全対策の強化のための研究、給水収益の減少等に対応し持続的な水道事

業を実現するための技術的方策に関する研究を推進すべきである。 

生活環境安全対策分野では、生活環境の適切な保持のため、公衆浴場のレジ

オネラ症対策に関する研究やクリーニング業法で定められる消毒が必要な指定

洗濯物（タオル、パンツ等）の範囲及びその消毒方法の検証研究などの生活衛

生関係営業の質の向上に資する研究、新型コロナウイルス感染症の発生を契機

とした、建築物内部の清掃手法等についての検証等を推進すべきである。 

健康危機管理・テロリズム対策分野では、人材育成体制の整備のため、既存

のネットワークや開発したカリキュラム案等と実際に活用できる教育プログラ

ム等との連携を強化することが重要である。大規模イベント対策については新

型コロナウイルス感染症の影響下において実施されるオリンピック・パラリン

ピックは過去類を見ないものであり、その知見を集約し、世界に向けて経験を

発信することが重要である。また、平成 30 年に実施された世界保健機関による

国際保健規則に関する合同外部評価において、デュアルユース性が懸念される

病原体研究に関する監督体制の確立やオールハザード・アプローチに基づく公

衆衛生上のリスクプロファイルの分析の必要性等が指摘されており、外部評価

で指摘されたこうした課題への対応が必要である。健康危機管理領域は、新型

コロナウイルス感染症への対応を経て、重要性が増しており、オールハザー

ド・アプローチによる健康危機管理能力の強化に向けた研究を推進すべきであ

る。 

自然災害領域においては、保健医療調整本部の標準化に関する研究を継続す

るとともに、SIP 防災と連携した、迅速で意思決定に役立つ効率的でリアルタイ

ムの情報集約体制の整備、全体像が把握しづらい在宅避難者のニーズ把握に関

する研究を推進すべきである。 
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＜参考＞ 令和元年度に実施した研究の成果又は政策への活用の例 

 

災害対策における地域保健活動推進

のための実務担当保健師の能力向上に

係わる研修ガイドラインの作成と検証

（平成 30 年度～令和元年度） 

  

災害対策における地域保健活動推進

のための実務担当保健師の能力向上に

係わる研修ガイドラインの作成と検証 

（平成 30 年度～令和元年度） 

 

化学物質等の検出状況を踏まえた水

道水質管理のための総合研究（令和元

年度） 

水質基準に関する省令の一部改正等

について（令和２年３月 30 日付け通

知） 

 

大規模イベント時の健康危機管理 

対応に資する研究（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 


